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高千穂町告示第93号 

 令和３年第３回高千穂町議会定例会を次のとおり招集する 

    令和３年９月30日 

                           高千穂町長 甲斐 宗之 

１ 期 日  令和３年10月４日 

２ 場 所  高千穂町役場議場 

────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

藤田 利廣議員        田中 義了議員 

佐藤さつき議員        板倉 哲男議員 

磯貝 助夫議員        本願 和茂議員 

中島 早苗議員        馬原 英治議員 

坂本 弘明議員        工藤 博志議員 

富髙健一郎議員        富髙 友子議員 

佐藤 定信議員                

────────────────────────────── 
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─────────────────────────────────────────── 

令和３年 第３回 高 千 穂 町 議 会 定 例 会 会 議 録（第１日） 

                             令和３年10月４日（月曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

議事日程（第１号） 

                         令和３年10月４日 午前10時00分開議 

 日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 日程第２ 会期の決定について 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 行政報告 

 日程第５ 報告第４号 令和２年度高千穂町財政健全化判断比率の報告について 

 日程第６ 報告第５号 令和２年度公営企業等に係る資金不足比率の報告について 

 日程第７ 議案第44号 令和２年度高千穂町一般会計歳入歳出決算認定について 

 日程第８ 議案第45号 令和２年度高千穂町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第９ 議案第46号 令和２年度高千穂町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第10 議案第47号 令和２年度高千穂町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第11 議案第48号 令和２年度西臼杵地域介護認定審査会特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

 日程第12 議案第49号 令和２年度高千穂町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第13 議案第50号 令和２年度高千穂町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

 日程第14 議案第51号 令和２年度高千穂町国民健康保険病院事業会計剰余金の処分及び決算

の認定について 

 日程第15 議案第52号 令和２年度高千穂町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につい

て 

 日程第16 議案第53号 高千穂町過疎地域持続的発展計画の策定について 

 日程第17 議案第54号 高千穂町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴

う固定資産税の課税免除に関する条例の制定について 

 日程第18 議案第55号 高千穂町手数料徴収条例の一部改正について 

 日程第19 議案第56号 高千穂町旅費条例の一部改正について 

 日程第20 議案第57号 高千穂町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に

ついて 
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 日程第21 議案第58号 高千穂町自立支援医療適用者に対する見舞金の支給に関する条例の一

部改正について 

 日程第22 議案第59号 高千穂町養護老人ホームときわ園の設置及び管理に関する条例の一部

改正について 

 日程第23 議案第60号 教育関係の公の施設に関する条例の一部改正について 

 日程第24 議案第61号 高千穂町体育館の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

 日程第25 議案第62号 令和３年度高千穂町一般会計補正予算（第５号） 

 日程第26 議案第63号 令和３年度高千穂町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第27 議案第64号 令和３年度高千穂町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第28 議案第65号 令和３年度西臼杵地域介護認定審査会特別会計補正予算（第２号） 

 日程第29 議案第66号 令和３年度高千穂町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第30 議案第67号 令和３年度高千穂町国民健康保険病院事業会計補正予算（第１号） 

 日程第31 議案第68号 町道路線の廃止及び認定について 

 日程第32 議案第69号 財産の取得について 

 日程第33 議案第70号 高千穂町固定資産評価審査委員会委員の選任同意について 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 会議録署名議員の指名について 

 日程第２ 会期の決定について 

 日程第３ 諸般の報告 

 日程第４ 行政報告 

 日程第５ 報告第４号 令和２年度高千穂町財政健全化判断比率の報告について 

 日程第６ 報告第５号 令和２年度公営企業等に係る資金不足比率の報告について 

 日程第７ 議案第44号 令和２年度高千穂町一般会計歳入歳出決算認定について 

 日程第８ 議案第45号 令和２年度高千穂町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第９ 議案第46号 令和２年度高千穂町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第10 議案第47号 令和２年度高千穂町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第11 議案第48号 令和２年度西臼杵地域介護認定審査会特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

 日程第12 議案第49号 令和２年度高千穂町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第13 議案第50号 令和２年度高千穂町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

て 
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 日程第14 議案第51号 令和２年度高千穂町国民健康保険病院事業会計剰余金の処分及び決算

の認定について 

 日程第15 議案第52号 令和２年度高千穂町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につい

て 

 日程第16 議案第53号 高千穂町過疎地域持続的発展計画の策定について 

 日程第17 議案第54号 高千穂町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴

う固定資産税の課税免除に関する条例の制定について 

 日程第18 議案第55号 高千穂町手数料徴収条例の一部改正について 

 日程第19 議案第56号 高千穂町旅費条例の一部改正について 

 日程第20 議案第57号 高千穂町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に

ついて 

 日程第21 議案第58号 高千穂町自立支援医療適用者に対する見舞金の支給に関する条例の一

部改正について 

 日程第22 議案第59号 高千穂町養護老人ホームときわ園の設置及び管理に関する条例の一部

改正について 

 日程第23 議案第60号 教育関係の公の施設に関する条例の一部改正について 

 日程第24 議案第61号 高千穂町体育館の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

 日程第25 議案第62号 令和３年度高千穂町一般会計補正予算（第５号） 

 日程第26 議案第63号 令和３年度高千穂町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第27 議案第64号 令和３年度高千穂町下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 日程第28 議案第65号 令和３年度西臼杵地域介護認定審査会特別会計補正予算（第２号） 

 日程第29 議案第66号 令和３年度高千穂町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 日程第30 議案第67号 令和３年度高千穂町国民健康保険病院事業会計補正予算（第１号） 

 日程第31 議案第68号 町道路線の廃止及び認定について 

 日程第32 議案第69号 財産の取得について 

 日程第33 議案第70号 高千穂町固定資産評価審査委員会委員の選任同意について 

────────────────────────────── 

出席議員（13名） 

１番 藤田 利廣議員        ２番 田中 義了議員 

３番 佐藤さつき議員        ５番 板倉 哲男議員 

６番 磯貝 助夫議員        ７番 本願 和茂議員 

８番 中島 早苗議員        ９番 馬原 英治議員 
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10番 坂本 弘明議員        11番 工藤 博志議員 

12番 富髙健一郎議員        13番 富髙 友子議員 

14番 佐藤 定信議員                   

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

局長 甲斐 順生         書記 南條 良夫 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 甲斐 宗之    副町長 ………………… 藤本 昭人 

教育長 ………………… 戸敷 二郎    総務課長 ……………… 佐藤 英次 

財政課長 ……………… 興梠 貴俊    総合政策課長 ………… 戸髙 雄司 

税務課長 ……………… 林  謙一    町民生活課長 ………… 甲斐 利一 

企画観光課長 ………… 山下 正弘    福祉保険課長 ………… 有藤 寿満 

農林振興課長兼農業委員会事務局長 ……………………………………… 佐藤 峰史 

農地整備課長 ………… 江藤 武憲    建設課長 ……………… 甲斐  徹 

会計管理者 …………… 飯干 美恵    病院事務長 …………… 須藤 浩文 

保健福祉総合センター事務長 ……………………………………………… 興梠 晶彦 

上下水道課長 ………… 江藤 良一                      

教育委員会次長兼教育総務課長 …………………………………………… 河内 晴彦 

監査委員 ……………… 中尾 清美                      

────────────────────────────── 

午前10時00分開議 

○事務局長（甲斐 順生事務局長）  皆様おはようございます。御起立をお願いいたします。一同、

礼。 

〔起立・礼〕 

○事務局長（甲斐 順生事務局長）  御着席ください。 

 議長の許可を得ていますので、暑い方は上着をお取りください。 

○議長（坂本 弘明議員）  ただいまから、令和３年第３回高千穂町議会定例会を開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 
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────────────・────・──────────── 

日程第１．会議録署名議員の指名について 

○議長（坂本 弘明議員）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 今期定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、議長において、議席番号

３番、佐藤さつき議員、議席番号５番、板倉哲男議員を指名いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会期の決定について 

○議長（坂本 弘明議員）  次に、日程第２、会期の決定について議題にします。 

 お諮りします。今期定例会の会期は、本日から１０月１９日までの１６日間にしたいと思いま

すが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（坂本 弘明議員）  異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は本日から１０月

１９日までの１６日間と決定いたしました。 

 なお、今会期の内訳につきましては、皆様のお手元に配付しています会期予定表のとおり行う

こととします。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．諸般の報告 

○議長（坂本 弘明議員）  次に、日程第３、諸般の報告を行います。 

 最初に、監査検査結果の報告を行います。 

 監査委員から、地方自治法第１９９条の規定に基づく定期監査及び地方自治法第２３５条の規

定に基づく例月現金出納検査の結果が議長に提出されていますので、その写しの配付をもって報

告といたします。 

 続いて、議会運営委員会の閉会中の継続調査の報告を行います。 

 議会運営委員長から委員会調査報告書が議長に提出されていますので、その写しの配付をもっ

て報告とします。 

 続いて、議員派遣の報告を行います。 

 会議規則第１２９条第１項の規定に基づき、皆様のお手元に配付しましたとおり、議長におい

て議員を派遣しましたので、報告します。 

 続いて、請願陳情の処理報告を行います。 

 本日までに受理しました陳情３件につきましては、陳情文書表のとおり処理することとしまし

たので、報告します。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 
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────────────・────・──────────── 

日程第４．行政報告 

○議長（坂本 弘明議員）  次に、日程第４、行政報告を求めます。町長、登壇願います。 

○町長（甲斐 宗之町長）  おはようございます。 

 本日は、議員の皆様には何かとお忙しい中に、さきの臨時議会から日を置かず、高千穂町議会

第３回定例会に御出席をいただきまして、厚く御礼を申し上げます。 

 本議会では、令和２年度決算の審査をいただくこととしており、議案も多岐にわたりますこと

から、御負担をおかけするかと存じますけれども、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症につきましては、全国的にワクチン接種が進んでいること、また長

期にわたる飲食店等に対する時間短縮要請、国民に対する行動制限要請の結果、功を奏し、国に

よる緊急事態宣言は全国で解除されました。 

 宮崎県においても、１０月１日より県独自の緊急事態宣言が解除され、現在は感染拡大緊急警

報と警戒レベルが下げられております。 

 昨日の宮崎県からの発表では、７月１６日以来、７９日ぶりに県内新規感染者はゼロとなり、

まずは、安堵したところであります。 

 しかし、東京や大阪などの都市部では、まだまだ新規感染者数が３桁で推移をしており、変異

株の動きにより年末にかけて第６波を懸念する声もあることから、引き続き、感染予防対策を継

続していく必要性を感じているところでございます。ワクチン接種につきましては、後ほど詳し

く報告をさせていただきますが、町民の皆様の御協力により開始以来順調に進めることができ、

１０月中には希望者の２回目までの接種を完了できる見込みであります。 

 しかし、国からは新たに３回目の接種を行う方針が示されており、その場合には年明け１月末

から６月いっぱいまでで実施することを想定しております。 

 ３回目の接種は、２回目の接種から８か月の期間を空けて、接種可能となる見込みから期間を

短縮して実施することが難しいと考えられますが、これまでの経験を生かし、全庁体制で、安全

でスムーズな接種ができるよう準備を進めてまいります。 

 さて、高速道路につきまして、九州中央自動車道、高千穂日之影道路５.１キロ区間のうち、

日之影町の深角から平底間２.３キロ区間が、８月２１日土曜日の午後３時に開通いたしました。

今回開通部分では約２分の時間短縮が図られたという発表でありますが、通行の安全性、快適性

も格段に向上し、発表以上の時間短縮効果を実感したところでございます。 

 今週、１０月６日には、西臼杵郡３町長と民間期成会、宮崎県副知事、地元選出の佐藤県議で

九州地方整備局を訪問し、開通のお礼と全線の早期開通などを求めることとしております。 

 コロナ禍にありまして、九州地方整備局から、訪問者数の制限要請があることから、今回は少
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人数での訪問となりますが、今後とも沿線自治体、また官民連携し、一丸となって早期の事業進

捗を要望し、声を上げてまいりたいと存じます。 

 町議会におかれましても、６月議会において、九州中央自動車道整備促進対策特別委員会を設

置していただき、大変心強く感じているところであり、今後とも早期の整備促進につきまして、

お力添えを賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

 なお、今年度中に既に事業化となった高千穂雲海橋道路の中心杭打ち式を本町で、五ヶ瀬高千

穂道路の着工式を五ヶ瀬町で開催できるよう、国土交通省延岡河川国道事務所と準備を進めてま

いります。 

 それでは、当面する町政につきまして、御報告を申し上げます。 

 まず、新型コロナウイルスワクチンの接種状況についてでございますが、皆様御存じのように

本町では、武道館を臨時の診療所として開設し、新型コロナウイルスワクチンの集団接種を５月

６日から実施しております。高齢者を対象にスタートをしましたが、まず、接種予約のあった

６５歳以上の高齢者を公民館ごとに日割りをして、７月末までに、続いて基礎疾患のある方と、

６０から６４歳の方への接種を９月の第１週までに終わらせたところです。 

 現在、１２歳以上の接種希望者への接種を進めていますが、９月１７日をもって集団接種の予

約を締め切ったところでございます。 

 次いで、接種状況についてでありますが、９月末現在の国のシステム登録による本町の１回目

の接種済み者は９,８３１人で、９０.３％、２回目の接種済み者が７,６９４人で、７０.７％と

なっております。いずれも、接種案内をした総数に対する接種率であります。そのうち、武道館

での集団接種における６５歳以上の接種者は、４,３８２人で、接種を案内した高齢者の

８１.７％の方が２回目の接種まで終えております。 

 また、１２歳以上から１８歳までの小学生から高校生の接種も高校、教育委員会と連携して、

学校行事との調整、接種後の対応など配慮のお願いをして、進めているところでございます。 

 現在、５２２人が１回目の接種を終えており、接種率は７４.４％となっております。このま

ま順調に進みますと、武道館での集団接種は１０月２１日をもって終了の見込みであり、その後

は、各医療機関等において、個別接種で対応する計画としております。引き続き、安全かつ円滑

に新型コロナウイルスワクチン接種を進めてまいりますので、議員の皆様にも御理解、御協力を

賜りますようお願い申し上げます。 

 次に、町制施行１００周年記念事業及びイベント関係についてでございます。 

 まず、ソラシドエアの機体広告についてですが、７月１７日に宮崎ブーゲンビリア空港で、神

都高千穂タヂカラオ号の就航式を行いました。当日は、式典の後、タヂカラオ号の到着便、出発

便のお客様、お一人お一人に記念品をお渡しして、ＰＲをしてまいりました。 
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 この機体は約１年間の予定で、全国の就航路線を運行いたします。同時に機内誌にも特集を組

んでいただき、また独自のパンフレットも作成し、配布いただいております。今後のコロナ収束

を期待しながら、多くの方に御覧いただき、高千穂町をＰＲしたいと考えております。 

 また、記念ソングにつきましては、８月のサルタフェスタでの披露を予定しておりましたが、

全国的なコロナ感染拡大等もあり、やむを得ず発表は延期となりました。次の機会として、２月

の建国まつりを軸に調整中であります。 

 また、同時にＣＤ制作のための、小学校・中学校・高校の吹奏楽部や小学生のコーラス録音も

行う予定としておりましたが、こちらも今月１０日に延期をしたところでございます。 

 また、サルタフェスタ自体も子供向けのイベントと花火を中心に行う予定でありましたが、台

風の接近もありこれも中止したところであります。花火大会につきましては、状況を見て、今年

中に開催できないかと考えております。 

 次に、お盆の観光客入込状況について御報告いたします。今年の夏は多くの都道府県に緊急事

態宣言が出され、宮崎県においても、独自の緊急事態宣言が出され、８月２７日には、まん延防

止等重点措置が適用されました。 

 そうした中で、８月１１日から８月１６日の観光入込客数は８,５１０人でありました。コロ

ナの影響を受けた昨年と比較しても、６２％の減となりました。 

 これは、新型コロナ以外に長雨の影響も大きく、この期間、高千穂峡のボートは河川増水のた

め、１日も営業できず、１３日から１６日までは、遊歩道さえ閉鎖せざるを得ない状況でありま

した。これに比べ、９月のシルバーウイークは、かなりの人出があったようでございます。天候

に恵まれたこともありますが、ワクチン接種も進み、新規感染者数が減少傾向にあるという報道

もあってのことであろうと思います。 

 今後も状況を把握し、感染対策とのバランスを考慮しながら、観光振興について効果的な施策

を検討してまいります。 

 また、県独自の緊急事態宣言に合わせ、８月１４日から飲食店等に時間短縮営業の要請が出さ

れました。最終的には、９月３０日までと長期間にわたり、御協力をいただきました。協力金に

つきましては、８月分については、９月１日から受付を開始し、順次、支給を行っております。 

 ９月分につきましても、１０月１日から受付を開始しておりますので、できるだけ速やかに順

次、支給を行ってまいります。 

 こうした人の動きが少ない中では、飲食店だけではなく、全ての業種において厳しい状況であ

ります。今議会において補正予算にも計上させていただいておりますが、県における支援策にも

合わせ、全業種向けの支援策等も行う予定でありますので、御理解をいただきたいと存じます。 

 次に、西臼杵３公立病院の統合再編に伴う進捗状況につきまして御報告をいたします。令和
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３年４月より高千穂町役場内に統合再編準備室を設置し、去る７月５日地域医療構想調整会議西

臼杵地域公立病院部会の植松昌俊部会長より３町長へ検討報告書を提出していただきました。 

 その内容につきましては、７月７日の高千穂町議会公立病院の広域医療等に関する特別委員会

において御説明させていただいたとおりであります。その後、郡内住民向け説明会を計１３回、

３公立病院職員向け説明会を計１０回、福祉関係事業者や佐藤県議、３町の監査委員や一般行政

職員の皆さんに対し、計７回実施いたしました。 

 説明会での御意見として、住民の皆様からは「医療確保についてどのように取り組んでいくの

か」「３病院間の移動手段はどうするのか」「外来の待ち時間など改善すべきではないか」「病

床数は変わるのか」などが出され、病院職員の皆様からは「救急の受入はどのように変わるの

か」「３町からの繰入金はどうなるのか」「３病院間で人事異動はあるのか」などの御意見や御

質問をいただきました。 

 また、９月１６日に熊本大学、宮崎大学、済生会みすみ病院の教授、准教授、課長から御意見

をお伺いする医療機能アドバイザリーボードを実施し、９月６日から明日１０月５日までの

３０日間、関係者からのパブリックコメントを実施しております。 

 これらの内容を取りまとめ、１０月中には、西臼杵地域における医療連携に係る基本構想を策

定し、以後、病院職員を中心としたワーキンググループでの詳細検討、統合再編の実行作業を行

ってまいります。 

 議員の皆様には、７月からの住民説明会以降の内容、基本構想（案）の内容などにつきまして、

本定例会会期中に公立病院の広域医療等に関する特別委員会を開催していただき、御説明させて

いただきますので、御協力を賜りますようお願いいたします。 

 次に、７月中旬から８月にかけての豪雨による災害について御報告をいたします。 

 まず、公共土木施設につきましては、７月１３日から２０日及び８月１１日から１８日の豪雨

により、それぞれ町道１件ずつ、計８００万円の被害が発生しております。 

 次に、農林水産物等の被害についてでありますが、作物・栽培施設に直接の被害はありません

でした。林道施設につきましては、８月１１日から１８日にかけての豪雨により、林道高千穂日

之影線（押方地区）で１か所の法面地滑りの災害が発生いたしました。新規開設中の路線であり、

行き止まりとなっております。被害額は１億円程度を見込んでおります。 

 次に、農地農業用施設でありますが、７月１６日から１８日の大雨により、農地災害が９か所、

農業用施設災害が６か所発生し、災害復旧事業該当が見込まれる箇所の被害額は、農地災害２か

所約５００万円、農業用施設３か所約１,１００万円と見積もっております。 

 今議会にて、災害復旧事業費の増額補正を計上しており、国による災害査定が終了次第復旧工

事を発注し、早期復旧を図りたいと考えております。 
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 １０月になりましたが、まだ時期的に台風の襲来も予想されることから、災害に備える連絡体

制の強化や町民の皆様に対する的確な情報伝達に努め、人的被害を出さないようにしっかりと取

り組んでまいります。 

 最後に、うれしい報告をさせていただきます。 

 さきに新聞等でも報道されましたが、毎年厚生労働省から公表される国民年金納付率の統計に

よりますと、本町の令和２年度の国民年金保険料納付率が９０.２％に達し、市町村別で初めて

九州１位になりました。宮崎県全体の納付率が７１.５％でありますので、極めて高い水準であ

り、誇らしいことであると思います。 

 昨年度は、新型コロナウイルス禍で大幅な減収となった人の保険料を免除しやすくする国の特

別措置を受け、各事業所などへ免除申請の手続を促進した結果、前年度から７.６％上昇しまし

た。改めて、町民の皆様方の納付意識の高さに感謝しますとともに、これからも延岡年金事務所

と協力して納付勧奨期間を定め、適切な納付や免除申請につなげてまいります。人口の減少や社

会保険の適用拡大により、年々被保険者数は減少しておりますが、今後の社会保障を支える若年

層に向けて年金制度のさらなる周知を図ってまいります。 

 以上、行政報告とさせていただきます。 

○議長（坂本 弘明議員）  以上で、町長の行政報告が終わりました。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．報告第４号 

日程第６．報告第５号 

日程第７．議案第４４号 

日程第８．議案第４５号 

日程第９．議案第４６号 

日程第１０．議案第４７号 

日程第１１．議案第４８号 

日程第１２．議案第４９号 

日程第１３．議案第５０号 

日程第１４．議案第５１号 

日程第１５．議案第５２号 

日程第１６．議案第５３号 

日程第１７．議案第５４号 

日程第１８．議案第５５号 

日程第１９．議案第５６号 
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日程第２０．議案第５７号 

日程第２１．議案第５８号 

日程第２２．議案第５９号 

日程第２３．議案第６０号 

日程第２４．議案第６１号 

日程第２５．議案第６２号 

日程第２６．議案第６３号 

日程第２７．議案第６４号 

日程第２８．議案第６５号 

日程第２９．議案第６６号 

日程第３０．議案第６７号 

日程第３１．議案第６８号 

日程第３２．議案第６９号 

日程第３３．議案第７０号 

○議長（坂本 弘明議員）  次に、日程第５、報告第４号から日程第３３、議案第７０号までの報

告２件、町長提出議案２７件、合計２９件を一括議題として提案理由の説明を求めます。 

 最初に、町長の説明を求めます。町長、登壇願います。 

○町長（甲斐 宗之町長）  それでは、提案理由の説明を申し上げます。 

 本日提案します議案は、報告２件のほか、決算認定９件、条例案件９件、補正予算６件、その

他３件の合計２９件でございます。 

 初めに、報告第４号令和２年度高千穂町財政健全化判断比率の報告について御説明申し上げま

す。 

 財政健全化法の定めにより、令和２年度決算に基づく４項目の健全化判断比率につきましては、

監査委員の審査意見を付して、お手元に配付の資料のとおり報告するものでございます。 

 次に、報告第５号令和２年度公営企業等に係る資金不足比率の報告についてでございますが、

報告第４号と同様、公営企業の資金不足比率につきまして、監査委員の審査意見を付して報告す

るものでございます。 

 次に、議案第４４号から第５２号までの９件の令和２年度決算認定議案につきまして、一括し

て御説明を申し上げます。 

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、監査委員の審査意見を付して、議会の認定をお願

いするものでございます。後ほど、一般会計及び特別会計に関しては会計管理者が、企業会計に

つきましては関係課長が詳細について御説明をいたしますので、私からは決算額と執行の要点等
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についてのみの説明とさせていただきます。 

 まず、議案第４４号令和２年度高千穂町一般会計決算でございますが、歳入総額１０６億

５,３２５万５,４４２円、歳出総額１０４億７,０１４万８４５円、収支差引き１億８,３１１万

４,５９７円が剰余額となりました。剰余額のうち、４,０００万円を財政調整基金へ積み立て、

繰越事業充当財源１億７８５万８,４４２円を含む、残りの１億４,３１１万４,５９７円を次年

度へ繰り越すものでございます。 

 令和２年度の当初予算は、第５次高千穂町総合長期計画の達成を念頭に置き、限られた財源の

中でも高い効果が見込まれる事業に重点配分し、町の抱える様々な課題に可能な限り対応できる

予算編成を行ったものであります。 

 しかし、新型コロナウイルス感染症による地域経済への影響がある中、農林業、商工観光業の

振興、保健福祉事業、教育環境整備、まちづくり、公営住宅建設など多岐にわたり取り組んだと

ころでもあります。 

 このような状況で、本町の令和２年度の決算は黒字決算となりましたが、これもひとえに、議

員各位をはじめ町民の皆様の町政に対する御支援のたまものであると深く感謝を申し上げる次第

でございます。人口減少、社会保障費の増加、公共インフラの老朽化、産業振興と雇用の場の確

保、地域医療の充実など多くの課題がありますが、徹底した行財政改革に努め、事業財源を確保

しつつ、高千穂町まち・ひと・しごと創生総合戦略、長期人口ビジョンを基に、将来を見据えた

新たな施策を取り入れ、若者が定住し、子供とお年寄りにやさしいまちづくりを進めてまいりた

いと存じますので、なお一層の御理解と御協力を賜りますようお願いを申し上げます。 

 次に、議案第４５号令和２年度高千穂町国民健康保険特別会計の決算でございます。 

 歳入総額１７億７,７５４万３,０５６円、歳出総額１７億６,３９７万５,４１６円、収支差引

き１,３５６万７,６４０円となり、全額次年度へ繰り越すものでございます。 

 現状として、平成３０年度から県も保険者となり、市町村と一体となって財政運営や事業運営

に取り組んでいることから、財政基盤も安定しておりますが、国保加入者の減少や医療の高度化

に伴い、１人当たりの医療費は増加傾向にあり、国保運営の悪化が懸念されているところでござ

います。 

 なお、令和３年３月末における国民健康保険への加入状況は、世帯数１,９９６戸、被保険者

数３,３０５人となっております。 

 次に、議案第４６号令和２年度高千穂町簡易水道事業特別会計の決算でございます。 

 歳入総額９,４６７万２,３６９円、歳出総額７,５８２万５,５１９円、収支差引き

１,８８４万６,８５０円となり、このうち１,５８５万４,８２８円を剰余金処分として基金積立

てを行い、残り２９９万２,０２２円を次年度へ繰り越すものでございます。 
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 本町の簡易水道は、直営１４組合を除く１２組合において施設の維持、管理及び運営を行って

いただいておりますが、令和２年度は、各簡易水道組合に対し薬注ポンプ取替工事等の補助を実

施しております。 

 今後も、安全で安定した給水がなされるよう、組合と連携し管理運営に努めてまいります。な

お、令和２年度の給水人口は４,４７３人で、年間有収水量は４９５,５２３立方メートルとなっ

ております。 

 次に、議案第４７号令和２年度高千穂町下水道事業特別会計の決算であります。 

 歳入総額１億８,２２４万９,９０４円、歳出総額１億７,２８７万１,２４８円、収支差引き

９３７万８,６５６円となり、全額次年度へ繰り越すものでございます。 

 供用開始から１９年以上が経過し、今後は老朽化等に対する維持費用の発生が見込まれますの

で、安定した事業運営を継続するため、社会資本整備総合交付金を活用した計画的な維持管理、

費用の平準化に努めてまいります。 

 なお、令和２年度末で計画区域内の普及人口３,８６４人に対する下水道接続人口は

３,４４６人、接続率８９％となっております。 

 次に、議案第４８号令和２年度西臼杵地域介護認定審査会特別会計の決算でございます。 

 歳入総額１,２６１万６,９５５円、歳出総額１,２０１万５,２６６円、収支差引き６０万

１,６８９円となり、全額次年度へ繰り越すものでございます。現在、保健センターにおいて月

に３回、１０人の審査委員の方に介護認定の審査をお願いしておりますが、その業務の経費が主

なものでございます。 

 次に、議案第４９号令和２年度高千穂町介護保険特別会計の決算でございます。 

 まず、保険事業勘定の決算ですが、歳入総額１４億８,８７１万２,５６８円、歳出総額１４億

６,０１１万６,５０２円、収支差引き２,８５９万６,０６６円となり、全額次年度へ繰り越すも

のでございます。 

 サービス事業勘定の決算では、歳入総額１,４０７万８,９４５円、歳出総額１,３８８万

６,０７１円、収支差引き１９万２,８７４円となり、全額を次年度へ繰り越すものでございます。 

 本町の６５歳以上の高齢化率は約４３％であり、今後も上昇するものと考えられます。そこで、

介護給付費の抑制策として、保健事業と介護予防事業の一体的な実施に取り組むとともに、住み

慣れた地域で安心して暮らすことができる地域包括ケアシステムの構築を推進することとしてお

ります。 

 次に、議案第５０号令和２年度高千穂町後期高齢者医療特別会計の決算でございます。 

 歳入総額１億８,３５３万２,９７１円、歳出総額１億８,１９４万４６２円、収支差引き

１５９万２,５０９円となり、全額次年度へ繰り越すものでございます。 
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 年々高齢者の医療費が増加する中で、安定的な高齢者医療を確保するために、平成２０年度か

ら開始された後期高齢者医療制度でありますが、１３年が経過し、制度見直しを行いながら定着

しつつあるところであります。本制度は、都道府県単位での広域化した医療制度であり、県、広

域連合と市町村が連携して事業を行っております。 

 なお、令和３年３月末の本町の被保険者数は２,６７３人となっております。 

 次に、議案第５１号令和２年度高千穂町国民健康保険病院事業会計剰余金の処分及び決算の認

定について御説明いたします。 

 令和２年度の決算状況につきましては、収益的収支の総事業収益は２１億９,６７０万

１,３８０円で、前年度と比較しますと７,９４６万３,１４０円の増額となりました。また、総

事業費用は２２億５,０１１万７,５９５円で、前年度と比較しますと１億２,２０４万

３,０２８円の増額となり、当年度純損失が５,３４１万６,２１５円となりました。 

 したがいまして、前年度末繰越利益剰余金７億３,７９１万５５４円から当年度純損失

５,３４１万６,２１５円を差し引いた、６億８,４４９万４,３３９円が当年度繰越利益剰余金と

なり、減債積立金、建設改良積立金への積立て、組入資本金への組入れは行わないこととし、

６億８,４４９万４,３３９円をそのまま翌年度繰越剰余金とする剰余金処分計算書（案）を御提

案しているところでございます。 

 次に、資本的収支でございますが、総収入額は１億９,０３２万７,４００円、総支出額は２億

９,１７７万６,２００円となり、収入額が支出額に不足する額１億１４４万８,８００円は、当

年度消費税資本的収支調整額と損益勘定留保資金により補填するものでございます。 

 次に、議案第５２号令和２年度高千穂町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について御

説明いたします。 

 決算の概要を申し上げますと、収益的収支は、消費税込みで収入総額が１億４,１２３万

７,４３５円、支出総額は１億３,７８２万３,５９７円となり、収支差引きは３４１万

３,８３８円となっております。 

 資本的収支は、同じく消費税込みで収入総額は０円、支出総額は３,４１０万４,６０４円であ

り、資本的収入が資本的支出に不足する額は、当年度消費税資本的収支調整額及び損益勘定留保

資金で補填するものであります。 

 剰余金の処分についてでありますが、当年度末処分利益剰余金は、１億３,３９８万

５,９６１円となっており、剰余金処分案としましては、減債積立金へ７万円、建設改良積立金

へ１３５万円、合わせて１４２万円を積立て処分し、処分後の残額を１億３,２５６万

５,９６１円とし、翌年度への繰越利益剰余金とすることを提案するものであります。 

 令和２年度は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、給水収益が大きく減少し、近年
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にはない大変厳しい決算となっております。 

 次に、議案第５３号高千穂町過疎地域持続的発展計画の策定について御説明いたします。 

 これまでの計画は、過疎地域自立促進特別措置法が、令和３年３月３１日までの失効期限であ

ったため、令和２年度までを期限とするものでありました。 

 しかし、過疎地域はいまだ厳しい状況であるため、新法、過疎地域の持続的発展の支援に関す

る特別措置法が成立したことに伴い、令和３年度から令和７年度までの５か年の新たな計画を策

定するもので、前計画との整合性を考慮し、県との協議、住民意見聴取を行わせていただき策定

するものでございます。 

 次に、議案第５４号高千穂町過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固

定資産税の課税免除に関する条例の制定について御説明いたします。 

 議案第５３号で説明しましたように過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が、令和

３年３月３１日に公布され、４月１日から施行されたことに伴い、法律に基づく固定資産税の課

税免除に関する事項を定めるため、本条例を制定するものでありますが、高千穂町過疎地域持続

的発展計画に記載しております区域につきまして、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報

サービス業等が取得しました事業用資産について、課税免除を行うというものであります。 

 次に、議案第５５号高千穂町手数料徴収条例の一部改正について御説明申し上げます。 

 今回の一部改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

等の一部を改正する法律が令和３年９月１日に施行されたことに伴い、個人番号カード、いわゆ

るマイナンバーカードの再交付に伴う手数料の徴収について改正するものでございます。 

 次に、議案第５６号高千穂町旅費条例の一部改正について御説明申し上げます。 

 この条例は、職員等が県内及び県外に出張する際に支給される日当、交通費、宿泊料を定めて

おりますが、道路状況の改善等に合わせ、実態に即した支給額となるよう日当及び宿泊料を改正

するものでございます。 

 次に、議案第５７号高千穂町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正につい

て御説明申し上げます。 

 この条例は、さきの議案第５６号で御説明しました高千穂町旅費条例の一部改正に準じ、改正

するものでございます。 

 次に、議案第５８号高千穂町自立支援医療適用者に対する見舞金の支給に関する条例の一部改

正について御説明いたします。 

 今回の改正は、主に人工透析のために通院されている方で、通院のための支援者がおられず、

高齢などの理由により、自力でふれあいバスの乗り降りなどが難しくなった方を、ピンポイント

で支援する制度を追加するものであります。 
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 具体的には、町内のタクシー事業者に御協力いただき、支給対象者がタクシーの乗り降りの際、

運転手の方に介助していただくことを考えており、支給対象者がタクシーを積極的に利用できる

よう、世帯の収入、通院距離の状況により、自宅と町立病院間のタクシー利用助成券の交付を考

えております。 

 この改正は、令和４年４月１日から施行するものであります。 

 次に、議案第５９号高千穂町養護老人ホームときわ園の設置及び管理に関する条例の一部改正

について御説明いたします。 

 今回の改正は、養護老人ホームときわ園の入所において、措置によるものに限らず、入所希望

者とときわ園との間で交わされる契約によって、入所を可能とするためのものであります。 

 ときわ園におけるここ１年の入所者数は、定員５５名に対し４６名前後であること、また、入

所希望者の収入などの状況から措置入所とならないこと、民間の有料老人ホーム等を希望しても

空きがないことから、県の助言を頂きながら、ときわ園での契約入所に取り組みたいと考えてお

ります。 

 この条例は、令和４年４月１日から施行するものであります。 

 次に、議案第６０号教育関係の公の施設に関する条例の一部改正について御説明いたします。 

 今回の改正は、田原中学校が令和２年度末をもって廃校となったことを受けて、旧田原中学校

体育館を社会体育施設高千穂町田原体育館として、その他の教育施設に加えるものでございます。 

 次に、議案第６１号高千穂町体育館の設置及び管理に関する条例の一部改正について御説明い

たします。 

 この改正は、ただいま議案第６０号で説明しました高千穂町田原体育館を本条例に加え、使用

料を定めるものでございます。 

 次に、議案第６２号から議案第６７号までの補正予算議案６件について御説明申し上げます。 

 議案第６２号令和３年度高千穂町一般会計補正予算（第５号）についてでありますが、歳入歳

出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億９,７１８万９,０００円を追加し、歳入歳出の総額を

９０億９,９０４万３,０００円とするものでございます。 

 今回の補正は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業、新型コロナウイルス

ワクチン接種体制確保事業、畜産競争力強化整備事業等の増が主なものです。 

 議案第６３号から第６７号までの各特別会計の補正予算につきましては、繰越金等による財源

調整の補正が主なものでございます。 

 次に、議案第６８号町道路線の廃止・認定について御説明申し上げます。 

 上野の町道、陣内平線はこれまで行き止まりの路線でありましたが、地元による用地の確保及

び拡幅整備が完了し、車両の通行が可能な道路となりました。また町道原野・枳原線にも接続さ
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れたため、集落道としての機能、利便性向上が図れる路線となるものです。終点の位置が変更と

なり現認定区間を廃止し、新たに認定替えをするもので、道路法第８条及び第１０条の規定によ

り、議会の議決を求めるものでございます。 

 次に、議案第６９号財産の取得について御説明申し上げます。 

 本件は、消防車両の買換えであります。平成１２年に取得した上野の第８分団第１部の消防ポ

ンプ自動車の更新に伴う売買契約について議会の議決をお願いするものでございます。 

 次に、議案第７０号高千穂町固定資産評価審査委員会委員の選任同意について御説明いたしま

す。 

 固定資産評価審査委員会委員３名のうち、甲斐哲也氏が令和３年１１月３０日をもって任期満

了となられます。引き続き、御尽力をいただきたいと存じますので、地方税法第４２３条第３項

の規定に基づき、議会の同意をお願いするものでございます。 

 なお、任期は令和３年１２月１日から令和６年１１月３０日までの３年間であり、経歴等につ

きましては記載のとおりでございます。 

 以上、提案理由の説明でございました。 

 なお、詳細につきましては、それぞれ担当課長が説明いたしますので、御審議いただきますよ

うよろしくお願い申し上げます。 

○議長（坂本 弘明議員）  以上で、町長の説明が終わりました。 

 ここで１１時５分まで休憩します。 

午前10時52分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時04分再開 

○議長（坂本 弘明議員）  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 これから関係課長の説明を求めます。 

 初めに、決算議案の説明を求めます。議案第４４号から第５０号について、会計管理者。 

○会計管理者（飯干 美恵管理者）  それでは、議案第４４号から５０号までの一般会計及び特別

会計決算認定議案７件につきまして御説明申し上げます。 

 各会計の決算につきましては、地方自治法第２３３条の規定に基づき、令和３年５月末日に各

会計を閉鎖、決算の調整を行い、６月２８日に町長に決算書を提出いたしました。 

 また、監査委員による決算審査は、令和３年７月１５日から８月４日までの７日間実施された

ところでございますが、地方自治法第２３３条第３項及び第５項の規定に基づき、お手元に配付

してあります監査委員の審査意見書、主要施策の成果に関する調書を添えまして議会の認定をお

願いするものでございます。 
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 なお、総括表につきましては、町長から説明がありましたので省かせていただきます。 

 最初に、一般会計歳入歳出決算書をお開きください。 

 議案第４４号令和２年度高千穂町一般会計歳入歳出決算認定についてでございます。 

 それでは、１０５ページ、１０６ページの歳入決算額の収入済額から御説明申し上げます。 

 まず、款１の町税でございますが、１０億５,５１２万８,１１１円の収入済額となり、調定額

に対しまして９３％の収納率となりました。 

 収入未済額は７,５８９万２,７８４円で、前年度と比較しまして３４５万７,７２１円、率に

して４.４％の減となったものでありますが、固定資産税が９３.６％を占めており、収納率の向

上が最大の課題となっています。また、不納欠損額３９５万１,４０９円は、法の規定に基づく

欠損処理でございます。なお、重要な自主財源であります町税の歳入全体に占める割合は

９.９％となっています。 

 次に、款２地方譲与税１億１,９４９万６,０００円、款３利子割交付金５０万６,０００円、

款４配当割交付金１９９万２,０００円、款５株式等譲渡所得割交付金２４０万２,０００円、款

６法人事業税交付金４４７万９,０００円、款７地方消費税交付金２億７,８１６万８,０００円、

１枚めくりまして、款８自動車取得税交付金、皆減となっております。 

 款９環境性能割交付金４７９万３５６円、款１０地方特例交付金５３３万６,０００円につき

ましては、いずれも国、県からの交付金でございます。 

 款１１地方交付税は３７億８,８６２万８,０００円となりました。内訳は、普通交付税が

３３億３,９４１万５,０００円で前年度比９,３７７万７,０００円、２.９％の増、特別交付税

が４億４,９２１万３,０００円で前年度比２,６６５万３,０００円、５.６％の減、合わせまし

て６,７１２万４,０００円、１.８％の増となったものです。なお、歳入全体に占める割合は

３５.６％となっています。 

 次に、款１２交通安全対策特別交付金は１０７万３,０００円です。 

 款１３分担金及び負担金は８,８０２万２,６６４円ですが、農業費分担金、老人福祉負担金及

び保育所児童保護費負担金が主なものです。なお、収入未済額３５万８,１１１円は、光ケーブ

ル接続負担金、放課後児童健全育成事業負担金でございます。 

 次に、款１４使用料及び手数料は１億１,５４９万５,００３円で、ふれあいバス駐車場、光

ケーブル、住宅使用料が主なものであります。なお、収入未済額１４２万５,１４０円は、光

ケーブル、住宅使用料、保育所等使用料、駐車場使用料となっています。 

 次に、款１５国庫支出金２７億１,１１７万３,２６２円、１０９ページの款１６県支出金９億

８,８３５万９,０８１円につきましては、それぞれ事業執行に伴います負担金補助金等で、保育

給付費、児童手当、障害福祉費、公共土木施設災害復旧費等の負担金並びに児童福祉費、特別定
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額給付金事業費、公営住宅等関連事業推進事業費、中山間地域直接支払制度事業費、商工費等の

負担金並びに道路事業費交付金、新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金等が主なも

のです。 

 なお、令和元年度の繰越事業でありました社会資本整備総合交付金、地方創生道整備推進交付

金等も収入済みとなっています。 

 次に、款１７財産収入１億５,０４４万３,６１４円ですが、町有財産貸付け、光ケーブル回線

貸付け及び農林水産物食材供給施設売上収入等となっています。なお、収入未済額４９万

７,３００円は家屋貸付け収入が主なものです。 

 続いて、款１８寄附金１億２,５１０万１,２５５円は、ふるさと応援寄附金が主なものですが、

前年度比１１４万５,０５５円、０.９％の微増となっています。 

 次に、款１９繰入金２億９８８万３,０００円ですが、財政調整基金、ふるさと応援基金及び

介護保険特別会計からの繰入金となっています。 

 款２０繰越金６,１７４万３,８１６円は、繰越事業費充当財源を含む前年度繰越金です。 

 １１１ページをお開きください。 

 款２１諸収入１億４,７５３万６,２８０円ですが、育英資金貸付金収入、農林水産業費受託事

業収入が主なものとなっています。なお、収入未済額２７６万円は、育成資金償還金が主なもの

です。 

 款２２町債の７億９,３４９万９,０００円ですが、防災システム設置事業や南平団地建設事業

等に伴います地方債臨時財政対策債等が主なものとなっています。 

 以上、元年度からの繰越分の収入額２億４,１６４万３,０２９円を含めた歳入総額は１０６億

５,３２５万５,４４２円の決算額となり、調定額に対する収入済額の割合は９９.２％でござい

ます。 

 続きまして、１１３ページの歳出決算額ですが、支出済額で説明いたします。 

 まず、款１議会費は９,４００万８,６６９円となっています。 

 次に、款２総務費１４億２,４７６万７,５８８円ですが、ふるさと納税記念品、防災行政無線

施設整備工事、光ケーブル保守委託事業、ふれいあいバス運行費、ふるさと応援基金積立金等が

主なものとなっています。また、防災行政無線費等で３億１,６６１万２,７７３円を次年度に繰

り越しました。 

 次に、款３民生費は３４億９,２６６万２,３５９円となりましたが、特別定額給付金事業、高

齢者福祉事業、障害者支援事業、児童福祉支援事業等が主なもので、歳出全体の３３.４％と最

大のウエートを占めています。 

 次に、款４衛生費７億１,２２０万８,４４９円ですが、病院事業会計及び簡易水道事業特別会
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計繰出金、各種予防健診事業、合併処理浄化槽、西臼杵広域行政事務組合負担金等が主なもので

す。また、新型コロナウイルス接種体制確保事業で１００万円を次年度に繰り越しました。 

 次に、款６農林水産業費は１２億５,４２３万９,４２１円となりました。主なものは、道の駅

レストラン、がまだせ市場及び地籍調査事業、造林事業費等の委託料、中山間地域直接支払制度

事業交付金、畜産競争力強化整備事業補助金、農地防災事業、有害獣捕獲報奨金及び県単林道網

総合整備事業等となっています。また、地方創生道整備推進交付金事業等で１,３６７万

５,６００円を次年度へ繰り越しました。 

 続きまして、１１５ページの款７商工費５億７,２３７万１,８７２円の決算額ですが、商工業

振興費の臨業等要請、時短要請協力金、商工会補助金、新型コロナウイルス感染症対策補助金、

商品券発行事業、観光施設運営費等が主なものでございます。また、商工業振興費、観光施設費

等で６,８０６万７,２８０円を次年度に繰り越しました。 

 次に、款８の土木費は１１億１６７万３,１７８円となりましたが、道路維持新設改良費、土

地再生整備計画事業、木造住宅リフォーム補助金、公営住宅関連事業、下水道事業会計への繰出

金並びに繰越事業の道路新設改良事業及び土地再生整備計画事業等が主なものとなっています。

なお、社会資本整備総合交付金事業等で１億４,０８１万４７５円を次年度へ繰り越しました。 

 次に、款９消防費は３億２,９０４万２,１６３円となりましたが、消防団員の活動費、宮崎県

町村総合事務組合負担金、防火水槽建設費、西臼杵広域行政事務組合負担金等となっています。

なお、消防施設費で２,０５０万２,８５０円を次年度に繰り越しました。 

 次に、款１０の教育費６億２,６２１万２,４６６円ですが、情報通信ネットワーク環境施設整

備費、小中学校管理費、社会教育費、体育施設管理委託料等が主なものとなっています。なお、

コミュニティーセンター管理費で９００万円を次年度へ繰り越しました。 

 次に、１１７ページの款１１災害復旧費７,７６２万７,９９０円ですが、農林水産業施設災害

復旧費と公共土木施設災害復旧費です。なお、農地農業用施設災害復旧費等で３,８７９万

６,７８９円を次年度へ繰り越しました。 

 最後に、款１２の公債費は７億８,５３２万６,６９０円となり、前年度比１,９９７万

６,０３９円、２.６％の増となっております。 

 以上、歳出総額１０４億７,０１４万８４５円の決算額となりましたが、前年度と比較しまし

て１８億５,３３１万５,７３９円、２１.５％の増となっております。また、予算に対する執行

率は９３.８％であります。 

 なお、次年度への予算繰越額は総額で６億８４６万５,７６７円となっています。 

 以上で、一般会計の決算説明を終わります。 

 続きまして、特別会計の決算について御説明いたします。 
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 議案第４５号令和２年度高千穂町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてでございま

す。 

 ４０７ページの歳入決算額から説明いたします。 

 まず、款１国民健康保険税は２億９,７５１万６,４８５円の収入済額ですが、前年度と比較し

ますと９２７万３,３５３円、３％の減となっています。収納率は９２.１％、収入未済額が

２,１７０万２,００９円で、収入の確保が課題となっています。なお、不納欠損額３８０万

２,９１４円は、法の規定に基づきます欠損処理でございます。 

 次に、款４使用料及び手数料１３万６,４６０円は保険税の督促手数料です。 

 款５国庫支出金５５５万５,０００円は、国保災害等臨時特例補助金、システム開発費補助金

です。 

 款６県支出金１２億８,５８７万９,４３３円は、保険給付費等交付金となっています。 

 次に、款１０繰入金１億６,９１９万２,３７３円は、一般会計からの繰入金となっています。 

 款１１繰越金１,０９２万７,４３９円は、前年度繰越金となっています。 

 款１２諸収入８３３万５,８６６円ですが、延滞金、第三者納付金が主なものとなっています。 

 以上、歳入総額１７億７,７５４万３,０５６円の決算額となり、調定額に対しての収入済額の

割合は９８.６％でございます。 

 続きまして、４１１ページからの歳出決算額につきまして説明いたします。 

 まず、款１総務費４,２０４万３,００１円は、職員の人件費及び事務費が主なものです。 

 次に、款２保険給付費１２億１,６３９万４,９３４円ですが、前年度と比較しますと

３,５９５万２,９４５円、２.９％の減となっています。 

 款３国民健康保険事業費納付金４億４,０７５万１,７６３円は、一般被保険者医療給付費分と

後期高齢者支援金等分、介護納付金分として、県に対し納付するものとなっています。 

 款５保健事業費５,７５６万７,１６４円は、特定健康診査等事業費及び保健センターの運営費

等となっています。 

 ４１３ページに移りまして、款８諸支出金７２１万８,５５４円は、国保税の還付金、療養給

付費等負担金精算に伴う償還金、病院事業会計への繰出金等となっています。 

 以上、歳出総額１７億６,３９７万５,４１６円の決算額となり、執行率は９６.７％となって

います。 

 以上で、国民健康保険特別会計決算の説明を終わります。 

 続きまして、議案第４６号令和２年度高千穂町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい

てでございます。 

 ４５９ページの歳入決算額から説明いたします。 
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 まず、款１使用料及び手数料６,２１６万７,９１５円の収入済額ですが、町内２６の簡易水道

組合の使用料収入となっています。 

 次に、款４財産収入５,０１３円は積立基金からの利子収入、款５繰入金３,０７８万

８,０００円は一般会計からの繰入金、款６繰越金１１４万３,４８２円は前年度繰越金、款７諸

収入３６万９,９５９円は雇用保険等個人負担金及び雑入となっています。款９分担金及び負担

金１９万８,０００円は、新設に伴う給水負担金です。 

 以上、歳入総額９,４６７万２,３６９円の決算額となり、調定額に対する収入済額の割合は

９９.５％でございます。 

 続きまして、４６１ページの歳出決算額でございます。 

 款１衛生費７,５８２万５,５１９円ですが、簡易水道会計の事務費及び簡易水道組合の維持管

理費となっています。 

 歳出総額も同額の決算額となり、執行率は８０.５％となっています。 

 以上で、簡易水道事業特別会計決算の説明を終わります。 

 続きまして、議案第４７号令和２年度高千穂町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について

でございます。 

 ４８５ページの歳入決算額から説明いたします。 

 まず、款１の分担金及び負担金１１３万３,３００円の収入済額ですが、全額、受益者負担金

となっています。収納率は９９.４％で、収入未済額が７,４１０円です。 

 次に、款２国庫支出金１００万円は公共下水道事業補助金、款５繰入金９,５２０万

４,０００円は一般会計からの繰入金、款６繰越金５６４万３,９０８円は前年度からの繰越金、

款８町債４２０万円は下水道債です。款９使用料及び手数料７,５０６万８,６９６円は下水道使

用料が主なもので、収納率は９６.２％、収入未済額が２８７万５,４４１円となっており、収入

の確保が急務となっています。なお、不納欠損額１０万１,５７０円は法の規定に基づきます欠

損処理でございます。 

 以上、歳入総額１億８,２２４万９,９０４円の決算額となり、調定額に対する収入済額の割合

は９８.４％でございます。 

 続きまして、４８９ページの歳出決算額につきまして説明いたします。 

 最初に、款１総務費２,８５４万８,５０５円は、人件費等の事務費が主なものです。 

 次に、款２土木費２５１万９,８６２円は管路点検委託費が主なものです。 

 次に、款３公債費９,７０２万７,００２円は、施設整備に伴う下水道事業債の償還金です。今

後もこの償還金の財政負担が本会計の大きなウエートを占めてくるものと思われます。 

 最後に、款５施設費４,４７７万５,８７９円は浄化センター及び下水道施設の維持管理費が主
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なものです。 

 以上、歳出総額１億７,２８７万１,２４８円の決算額となり、執行率は９４.７％でした。 

 これで、下水道事業特別会計決算の説明を終わります。 

 続きまして、議案第４８号令和２年度西臼杵地域介護認定審査会特別会計歳入歳出決算認定に

ついてでございます。 

 ５１５ページの歳入決算額から説明いたします。 

 本会計は、効率的かつ公平な介護認定審査業務を行うため、西臼杵３町で制定した共同設置規

約に基づく特別会計です。 

 まず、款１分担金及び負担金１,１７５万４,０００円ですが、西臼杵３町で負担されたもので

す。 

 次に、款５繰越金８６万２,９５５円は前年度繰越金です。 

 以上、歳入総額１,２６１万６,９５５円の決算額となり、収納率は１００％となっています。 

 続きまして、５１７ページの歳出決算額につきまして説明いたします。 

 款１介護認定審査会費１,２０１万５,２６６円ですが、月に３回行う認定審査会及び事務局の

経費で、歳出総額も同額の決算額となっており、執行率は９５.２％でございます。 

 以上で、西臼杵地域介護認定審査会特別会計決算の説明を終わります。 

 続きまして、議案第４９号令和２年度高千穂町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について説

明いたします。 

 なお、本会計は保険事業勘定と介護サービス事業勘定の２つに分けて経理されています。 

 最初に、５３５ページの保険事業勘定の歳入決算額から説明いたします。 

 まず、款１保険料２億３,３９８万１,９４３円は、特別徴収と普通徴収の介護保険料で、収納

率は９７％、収入未済額６８７万１,３７１円となっています。なお、不納欠損額４５万

２５１円は、法の規定に基づきます欠損処理でございます。 

 次に、款２分担金及び負担金３１５万９,３５０円は高齢者の生きがいと健康づくり推進事業

負担金、款３使用料及び手数料５万２,５８０円は介護保険料の督促手数料です。 

 次に、款４の国庫支出金３億９,７４８万９,０８４円、款５支払基金交付金３億６,７２５万

２,３１３円、款６の県支出金２億１,２２１万１,６８１円は、それぞれ介護給付予防事業に伴

う補助金、交付金となっています。 

 款７の財産収入５,０１８円は、介護給付準備基金の預金利子です。款９繰入金２億

３,３７０万１,４２２円は一般会計繰入金、介護サービス事業勘定繰入金となっています。 

 ５３７ページに移りまして、款１０の繰越金４,０６４万８,５１６円は前年度繰越金、款

１２諸収入２１万６６１円は、雇用保険等個人負担金及び雑入が主なものとなっています。 
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 以上、歳入総額１４億８,８７１万２,５６８円の決算額となり、９９.５％の収納率となりま

した。 

 続きまして、５３９ページからの歳出決算額について説明いたします。 

 まず、款１総務費３,４９３万３,８９２円は人件費、認定審査会経費、介護保険会計運営費等

となっています。 

 次に、款２保険給付費１２億８,５４４万１,６６５円は、居宅入所サービス、介護予防サービ

ス事業等の経費等となっています。款４の地域支援事業費１億１,２６３万８,４８１円は高齢者

の生きがいと健康づくり推進事業、介護予防生活支援サービス事業等の経費となっています。款

６基金積立金５,０１８円は介護給付費準備基金の利息積立てとなっています。 

 ５４１ページに移りまして、款９諸支出金２,７０９万７,４４６円ですが、過年度分の精算に

伴う国への払戻金並びに介護サービス事業勘定への繰出金となっています。 

 以上、歳出総額１４億６,０１１万６,５０２円の決算額となり、執行率は９７.９％となりま

した。 

 続きまして、介護サービス事業勘定です。５９１ページの歳入決算額から説明いたします。 

 まず、款１サービス収入５６０万１,５３６円の収入済額ですが、介護サービス計画に伴いま

す収入となっています。 

 次に、款８繰入金６４４万３,０００円は保険事業勘定からの繰入金、款９の繰越金１１７万

２,５５３円は前年度繰越金、款１１諸収入８６万１,８５６円は雇用保険等個人負担金及び感染

症対応従事者等慰労金となっています。 

 以上、歳入総額１,４０７万８,９４５円の決算額となり、収納率は１００％となっています。 

 続きまして、５９３ページの歳出決算額について説明いたします。 

 まず、款１の総務費９０６万３,０４６円は人件費等の事務費及び感染症対応従事者等慰労金

となっています。 

 次に、款２サービス事業費３６５万２５円は居宅支援サービス計画作成等の費用です。 

 次に、款７諸支出金１１７万３,０００円は介護保険事業勘定への繰出金です。 

 以上、歳出総額１,３８８万６,０７１円の決算額となり、執行率は９６.２％となりました。 

 以上で、介護保険特別会計決算の説明を終わります。 

 最後に、議案第５０号令和２年度高千穂町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

でございます。 

 ６１３ページからの歳入決算額について説明いたします。 

 まず、款１の後期高齢者医療保険料１億２,０４５万９５０円は特別徴収と普通徴収の保険料

で、収納率は９９.５％となっています。 
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 次に、款２の使用料及び手数料１万７,４９０円は保険料の督促手数料、款４繰入金

５,６１２万２,４２７円は、事務費及び保険基盤安定のための一般会計からの繰入金、款５繰越

金２１４万９,３３６円は前年度繰越金です。 

 款６諸収入４７９万２,７６８円は保険料還付金及び宮崎県広域連合からの受託事業収入金と

なっています。 

 以上、歳入総額１億８,３５３万２,９７１円の決算額となり、調定額に対する収入済み額の割

合は９９.７％でございます。 

 続きまして、６１５ページの歳出決算額について説明いたします。 

 まず、款１の総務費５５０万８,６３５円ですが、電算システム健康委託料が主なものとなっ

ています。 

 次に、款２後期高齢者医療広域連合納付金１億７,６３７万３,４２７円は、宮崎県広域連合に

対する負担金です。 

 続いて、款３諸支出金５万８,４００円ですが、保険料の還付金です。 

 以上、歳出総額１億８,１９４万４６２円の決算額となり、執行率は９８.５％となりました。 

 以上で、後期高齢者医療特別会計決算の説明を終わります。 

 ここまで、令和２年度の一般会計及び６件の特別会計の歳入歳出決算につきまして御説明申し

上げましたが、財政健全化判断比率は４指標ともに早期健全化基準を下回り、本町の財政が健全

な水準となっており、適正な運営がなされているものと判断いたしております。 

 また、地方自治法施行令第１６６条の規定に基づき、それぞれの会計ごとに歳入歳出事項別明

細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書も併せて御提案いたしておりますので、御審議

の上それぞれ認定賜りますようお願い申し上げ、説明を終わらせていただきます。 

○議長（坂本 弘明議員）  続いて、議案第５１号について、病院事務長。 

○病院事務長（須藤 浩文事務長）  病院事業会計、議案第５１号について御説明を申し上げます。 

 本議案は令和２年度高千穂町国民健康保険病院事業会計剰余金の処分及び決算の認定について、

地方公営企業法の規定に基づき、議会の認定をお願いするものでございます。 

 それでは、令和２年度の決算状況について御説明いたします。決算書の６３５ページ、

６３６ページをお開きください。 

 この決算報告書につきましては、仮受け、仮払い、消費税込みの決算となっております。 

 まず、収益的収入及び支出であります。収入決算額は２２億２９４万９,２５０円となり、内

訳は、医業収益が１８億８,６１６万１,１４７円、医業外収益が２億７,２２０万７,５０３円、

特別利益が４,４５８万６００円となっております。 

 また、支出では、支出決算額が２３億１,６６４万８,４９０円となり、内訳は医業費用が
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２１億２,９９１万７,８７３円、医業外費用が１億４,３１３万６２１円、特別損失が

４,３６０万円となっております。 

 次に、資本的収入及び支出でありますが、収入決算額は１億９,０３２万７,４００円で、その

内訳といたしましては、一般会計から病院事業の建設改良による経費に対する基準繰入れのうち、

負担金として繰り入れた１億２,０１０万２,０００円と、調整交付金分で医療器械購入に係る補

助金の一般会計から繰入金として受けた７,００７万８,０００円であります。 

 次に、支出決算額は２億９,１７７万６,２００円となり、内訳としましては、建設改良費１億

２,９８６万１,５６６円、企業債償還金１億５,４４２万３,６３４円及び医師・薬剤師修学資金

の７９４万１,０００円となっております。 

 なお、資本的収入額から基本的支出額を差し引きました１億１４４万８,８００円の不足額に

つきましては、当年度消費税資本的収支調整額及び損益勘定留保資金で補填したところでありま

す。 

 次に、６３７ページの損益計算書について御説明いたします。この損益計算書は、６３５、

６３６ページの収益的収支の決算額から消費税を抜き計上したものであり、令和２年度１年間の

経営状況を表したものでございます。 

 まず、１の営業収益でありますが、入院収益、外来収益、その他医業収益を合わせました

１８億８,０８９万３,７９９円であります。それに対しまして医業費用は、給与費から研究研修

費まで合わせまして２０億６,３５０万７,２７２円となり、医業収益から医業費用を差し引きま

した医業損失は１億８,２６６万３,４７３円となりました。 

 次に、医業外収益でありますが、受取利息配当金からその他医業外収益まで合わせました総額

は２億７,１３１万６,１２６円となりました。医業外費用は、支払利息及び企業債取扱諸費から

施設整備費まで合わせまして１億４,２９６万３２３円となりましたので、医業外収益から医業

外費用を差し引きました医業外利益は１億２,８３５万５,８０３円で、医業損失から医業外利益

を差し引きました経常損失は５,４３０万７,６７０円となり、医業損失額と特別損失額を合わせ

ました５,３４１万６,２１５円が当年度の純損失額となりました。 

 したがいまして、前年度繰越利益剰余金７億３,７９１万５５４円から当年度純損失

５,３４１万６,２１５円を差し引きました額が、当年度繰越利益剰余金６億８,４４９万

４,３３９円になるものであります。 

 次に、６３８ページの剰余金計算書についてであります。 

 昨年度、議会の議決による積立金処分後の残高は、資本金７億９５８万６,４４４円、資本剰

余金の合計額は２億８,３２９万９５５円、利益剰余金合計額は９億２,９０３万６,０５７円で、

資本金の合計額は１９億２,１９１万３,４５６円となっております。 
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 本年度は、当年度純損失額５,３４１万６,２１５円を繰越利益剰余金から差し引いた６億

８,４４９万４,３３９円が当年度の未処分利益剰余金となりまして、資本金、資本剰余金の合計

額、利益剰余金合計額を合わせました当年度末の資本合計額は１８億６,８８４万９２７円とな

るものであります。 

 次に、６３９ページ、剰余金処分計算書案についてであります。 

 先ほど御説明しましたとおり、当年度未処分利益剰余金は６億８,４４９万４,３３９円で、当

年度の純損失となり、かつ減債積立金、建設改良積立金の取崩しをしていないことから減債積立

金等、議会の議決による処分を行わないこととし、６億８,４４９万４,３３９円は、そのまま翌

年度繰越利益剰余金とするものであります。 

 次に、６４１，６４２ページの貸借対照表について御説明いたします。 

 まず、資産の部におきまして有形固定資産の内訳は、イの土地からへのリース資産まで合わせ

た有形固定資産合計額は３０億８,１２０万５,９８８円となりました。無形固定資産としまして

は、電話加入権３７７,７５１円を計上しております。また、投資その他の資産としまして

６,８６９万５,５７８円となっております。有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産を

合わせた固定資産合計額は３１億５,０２７万９,３１７円となり、現金及び未収金、貸倒引当金、

貯蔵品の流動資産は８億３,６９０万９,１８３円となり、資産合計は３９億８,７１８万

８,５００円となるものです。 

 次に、６４２ページの負債、資本の部でありますが、建設改良費に充てるため企業債とリース

債務を合わせました固定負債合計額が１１億４,２３７万６,５１２円、流動負債（１）の企業債

から（６）の法定福利費引当金まで合わせました流動負債合計額が３億４,５２２万３,２９２円、

長期前受金から長期前受金収益化累計額を差し引いた繰延収益合計額は６億３,０７７万

７,７６９円となり、固定負債合計額、流動負債合計額及び繰延収益合計額を合わせました負債

合計額は２１億１,８３４万７,５７３円となりました。 

 資本金は自己資本金が７億９５８万６,４４４円となります。 

 剰余金は資本剰余金のうち、その他資本剰余金が２億８,３６３万４,６４１円となります。 

 利益剰余金の合計額は８億７,５６１万９,８４２円となっております。内訳は、減債積立金が

７,４０１万８,９００円、建設改良積立金が１億１,７１０万６,６０３円、当年度未処分利益剰

余金が６億８,４４９万４,３３９円であります。 

 また、資本剰余金合計額２億８,３６３万４,６４１円と利益剰余金合計額８億７,５６１万

９,８４１円を合わせました剰余金の合計額は１１億５,９２９万４,４８３円であり、資本金と

剰余金合計を合わせました資本額は１８億６,８８４万９２７円となりまして、６３８ページの

剰余金計算書の資本合計の当年度残高と同額になるものであります。 



- 29 - 

 また、資本と負債の合計額が３９億８,７１８万８,５００円となりまして、６４１ページの資

産合計と同額になるものであります。 

 以上、令和２年度高千穂町国民健康保険病院の決算について説明いたしました。 

 なお、６４４ページ以降に、決算附属書類を添付しておりますので、併せて御審議いただきま

すようお願い申し上げまして、説明を終わらせていただきます。 

○議長（坂本 弘明議員）  続いて、議案第５２号について、上下水道課長。 

○上下水道課長（江藤 良一課長）  上下水道課所管の公営企業会計決算議案について御説明いた

します。 

 議案集の６６６ページからになります。 

 議案第５２号令和２年度高千穂町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につきましては、

地方公営企業法第３２条第２項の規定に基づき、令和２年度高千穂町水道事業会計決算に伴う剰

余金を剰余金処分計算書案のとおり処分し、併せて同法第３０条第４項の規定に基づき、別紙、

監査意見の意見をつけて議会の認定に付するものであります。 

 まず、６７７ページの令和２年度高千穂町水道事業報告から御説明いたします。 

 令和２年度の上水道事業は、住民の生活に欠かせない安全で安心な水の供給に努めるよう事業

を推進してまいりました。今後も厳しい事業環境の中、事業運営の維持強化に努めるよう事業の

見直しを随時行ってまいります。 

 次に、水源・水質でありますが、水源は第１水源の玉垂の滝を取水源としており、令和２年度

は自然災害等による被害がなかったため、断水を行うことなく安定した水の供給を行うことがで

きました。また、例年、水が不足する時期には第２水源からの補水を行っております。水質につ

きましても、令和２年度は自然災害の影響を受けませんでしたので、第１水源、第２水源ともに

安定した水質を保っており、検査項目全ての水質基準値において良好を維持しました。 

 次に、配水・給水状況でありますが、令和２年度の年間配水量は１０８万８,２９９立方メー

トルで、前年度と比較して６,８１７立方メートルの減、１日平均配水量は２,９８２立方メート

ルで、１０立方メートルの減となりました。 

 年間有収水量は８１万７,２８１立方メートルで、前年度と比較すると４万８,５３８立方メー

トルの減、有収率は７５.１％で前年度と比較すると３.９６％の減となっております。 

 次に、建設改良事業でありますが、令和２年度の主な改良事業は坂ノ下地区及び吾平地区の配

水管布設替え工事を行ったほか、金毘羅配水池の流量計の更新を行うなど、より安全で安定した

供給施設づくりに取り組みました。 

 また、水道ビジョンの見直しやアセットマネジメント、経営戦略の策定にも取り組み、国が推

進する基幹施設耐震化や老朽化対策に向けて、計画的に強靭な施設づくりに努めてまいります。 
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 次に、経営状況でありますが、消費税抜きの収益的収支は事業総収益１億２,８９４万

６６３円、事業総費用は１億２,７１７万６,９７１円で差引き経常利益が１７６万３,６９２円

となり、特別損失３４万３,６５５円を計上しましたので、当年度純利益は１４２万３７円とな

り、当年度純利益を前年度と比較しますと１,８３１万１,６５６円の大幅な減益となっておりま

す。これは新型コロナウイルス感染症拡大に伴う給水収益が落ち込んだことが要因の一つと考え

られます。 

 消費税込みの資本的収支は、収入額ゼロに対して支出額は３,４１０万４,６０４円であり、収

入額が支出額に不足する額は、当年度消費税資本的収支調整額１９０万８,６００円と損益勘定

留保資金３,２１９万６,００４円で補填をしております。 

 続きまして、決算の内容について御説明いたします。 

 ６６９ページをお開きください。 

 決算報告書は消費税込みで、６７１ページの損益計算書、６７２ページの剰余金計算書、

６７３ページの剰余金処分計算書（案）、６７５ページから６７６ページの貸借対照表につきま

しては消費税抜きで表示しております。 

 まず、６６９ページから６７０ページの決算報告書でありますが、収益的収入及び支出では、

収入の第１款水道事業収益の決算額は１億４,１２３万７,４３５円であります。その内訳は第

１項の営業収益が１億３,６６３万７,５５６円、第２項の営業外収益が４５９万９,８７９円と

なっております。支出は、第１款の水道事業費用の決算額が１億３,７８２万３,５９７円であり

ます。その内訳は、第１項の営業費用が１億２,６８４万１,２２７円、第２項の営業外費用が

１,０６３万８,７１５円、第３項の特別損失が３４万３,６５５円となっております。 

 次に、資本的収入及び支出につきましては、資本的収入の決算額は０円であります。一方、資

本的支出は第１款の資本的支出の決算額が３,４１０万４,６０４円、その内訳は、第１項の建設

改良費が２,０９９万４,６００円と第３項の企業債償還金が１,３１１万４円であります。建設

改良費の２,０９９万４,６００円のうち、１,１００万円につきましては、本年６月議会で地方

公営企業法第２６条の規定に基づき報告しました水道ビジョン経営戦略アセットマネジメント策

定業務委託に係る令和３年度への繰越額となっております。資本的収支による不足額

３,１１０万４,６０４円につきましては、欄外一番下に記載しておりますとおり、２つの補填財

源により補填しております。その補填財源での内訳を６９４ページに記載しておりますので、御

参照願います。 

 次に、６７１ページの損益計算書ですが、１の営業収益総額１億２,４３４万１,００６円に対

し、２の営業費用総額１億２,４０４万１,３６３円を差し引いた営業利益は２９万９,６４３円

となりました。 
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 次に、３の営業外収益総額４５９万９,６５７円に対し、４の営業外費用３１３万５,６０８円

を差し引いた営業外利益は１４６万４,０４９円となり、営業利益と営業外利益を合わせた経常

利益は１７６万３,６９２円となるものであります。また、５の特別損失として３４万

３,６５５円を計上しておりますので、当年度純利益は１４２万３７円となるものであります。

当年度純利益１４２万３７円と前年度繰越利益剰余金１億３,２５６万５,９２４円を合わせまし

て、当年度未処分利益剰余金を１億３,３９８万５,９６１円とするものであります。 

 次に、６７２ページの剰余金計算書でありますが、６７６ページの貸借対照表の資本の部に示

す６の資本金や７の剰余金の当年度中に発生した処分額や変動額による増減を示す計算書であり

ます。 

 まず、資本金でありますが、本年度中の処分や変動は発生していないため、資本金の当年度末

残高は４億２,５７５万５,９７３円とするものであります。 

 次に、剰余金の利益剰余金のうち、減債積立金及び建設改良積立金でありますが、昨年の決算

議会で可決承認していただきました剰余金の処分額１,９７３万円を減債積立金に９８万円、建

設改良積立金に１,８７５万円積み立てし、令和２年度末残高は減債積立金が３,５９１万

５,４６０円、建設改良積立金は２億１,３２４万１,３９２円となっております。 

 次に、未処分利益剰余金ですが、前年度末残高１億５,２２９万５,９２４円から、昨年の決算

議会で可決承認していただきました剰余金の処分額１,９７３万円を差し引いた処分後の残高

１億３,２５６万５,９２４円が令和元年度繰越未処分利益剰余金となっております。これに当年

度純利益１４２万３７円を合わせた当年度末残高１億３,３９８万５,９６１円を当年度未処分利

益剰余金とするものであります。 

 利益剰余金合計の当年度末残高は減債積立金、建設改良積立金及び未処分利益剰余金の当年度

末残高を合わせて３億８,３１４万２,８１３円とするものであります。 

 したがいまして、資本金・利益剰余金合計の当年度末残高を合わせた資本合計の当年度末残高

は８億８８９万８,７８６円となるものであります。 

 次に、６７３ページの令和２年度高千穂町水道事業会計剰余金処分計算書（案）でありますが、

資本金・資本剰余金についての処分案はございません。当年度未処分利益剰余金１億

３,３９８万５,９６１円について、本決算の議決を受けた後の処分案として、減債積立金へ７万

円、建設改良積立金へ１３５万円、合わせて１４２万円を積立て処分し、残り１億３,２５６万

５,９６１円を繰越利益剰余金とすることを御提案するものでございます。 

 次に、６７５ページ、６７６ページの貸借対照表でありますが、まず資産の部１の固定資産の

内訳は（１）の有形固定資産のうち、イの土地からトの建設仮勘定まで合わせた有形固定資産合

計は７億５,１７７万７,６５２円を計上しております。 
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 （２）の無形固定資産は、イの施設利用権とロの電話加入権を合わせた無形固定資産合計

４８万３,３００円を計上し、有形固定資産合計と無形固定資産合計を合わせた固定資産合計は

７億５,２２６万９５２円となっております。 

 ２の流動資産は（１）の現金預金から（３）の貯蔵品までを合わせた流動資産合計が３億

２,５４５万９,６８４円となり、１の固定資産合計と２の流動資産合計を合わせた資産合計は

１０億７,７７２万６３６円となるものであります。 

 次に、資産に対比する負債・資本の部でありますが、まず負債の部は、３の固定負債には企業

債と引当金を計上しており、その固定負債合計は１億４,０８２万４,４９２円を計上しておりま

す。 

 ４の流動負債合計額は（１）の企業債から（４）の引当金までを合計した５,２９５万

４,３７８円、この繰延収益合計は７,５０４万２,９８０円となり、以上の固定負債合計、流動

負債合計、繰延収益合計を合わせた負債合計は２億６,８８２万１,８５０円とするものでありま

す。 

 次に、資本の部６の資本金は（１）自己資本金のうち、イの固有資本金からハの組入れ資本金

の自己資本金合計４億２,５７５万５,９７３円を資本金合計とするものであります。 

 ７の剰余金は（１）の利益剰余金のうち、イの減債積立金からハの当年度未処分利益剰余金を

合わせた剰余金合計は３億８,３１４万２,８１３円となり、６の資本金合計と７の剰余金合計を

合わせた資本合計は８億８８９万８,７８６円で、負債合計と資本合計を合わせた負債・資本合

計を１０億７,７７２万６３６円とするものであります。 

 以上が、令和２年度高千穂町水道事業会計剰余金の処分及び決算の内容でございます。 

 御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（坂本 弘明議員）  ここで、１３時１０分まで休憩します。 

午後０時09分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後１時08分再開 

○議長（坂本 弘明議員）  休憩前に続き、会議を開きます。 

 監査委員から決算審査結果の報告を求めます。登壇願います。 

○監査委員（中尾 清美監査委員）  それでは、午前中に説明のありました一般会計、特別会計、

企業会計の決算につきまして、議案第４４号令和２年度高千穂町一般会計歳入歳出決算から議案

第５２号水道事業会計決算までの審査の経緯と結果につきまして御報告いたします。 

 審査に当たりましては、町長から審査に付されました一般会計、特別会計の決算書、事項別明

細書、実質収支に関する調書など、また、公営企業につきましては、決算書、損益計算書、貸借
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対照表の決算状況について、全会計を７月１５日から８月４日までのうち７日間、佐藤定信監査

委員と審査を実施したところでございます。 

 審査に当たりましては、各課、施設より提出されました決算書及び附属資料を照合しながら審

査を行い、各会計とも計数等には誤りはなく、決算は正確であることを確認しました。 

 なお、決算結果につきましては、先ほど町長、会計管理者、病院事務長、上下水道課長より詳

細な報告がありましたので省略させていただき、監査委員としての留意事項について申し上げま

す。 

 一般会計の財政運営状況でありますが、形式収支で１億８,３１１万４,０００円の黒字、実質

収支でも７,５２５万６,０００円の黒字決算となっていますが、単年度収支は元年度の実質収支

が多額であったことと、新型コロナウイルス感染対策に要する経費を国庫支出金等の歳入財源を

基に積極的に有効活用した結果、１億７７７万５,０００円の赤字となり、実質単年度収支も平

成２６年度から連続して赤字となっております。 

 令和２年度は、道路改良等のハード事業は着実に実施され成果は現れていますが、コロナ感染

拡大に伴い、町民の交流の場となるイベントなどは全て中止となり、予算執行ができずに減額を

余儀なくされております。 

 歳入では、町税が僅かに増となり、地方交付税等も増となっていますが、マイナンバーカード

事業、新型コロナウイルス感染対策事業による国庫支出金が大幅に増となったことにより、通年

の事業に上乗せした財政運営となり、自主財源の乏しい本町におきましては財源確保に努力され

ていますが、今後、歳出面においても病院、一部事務組合への財政支援や新たな観光地開発など

多くの課題も山積しており、財政需要も拡大していく中で財政構造の硬直化が一段と進行するも

のと思われます。 

 今後の状況としては、新型コロナウイルス感染が長期化していることに伴い、観光、飲食業、

これに関連する業種に与える影響等で町税の自主財源も減収が懸念され、財政運営はさらに厳し

くなることが予想されますので、自主財源の確保と長期的視野に立って、選択と集中により計画

性のある財政運営を望むものであります。 

 次に、収入未済額につきましては、関係各課も日々努力され成果を上げているところは認める

ところであります。自主財源の確保のためにも、引き続き努力をお願いいたします。 

 また、次年度に繰り越します不用額が一般会計、特別会計を合わせますと、前年度より増額に

なっておりますので、計画的な執行に努められますよう要望いたします。 

 次に、病院事業につきましては、新型コロナウイルスの影響により、医業収益では前年度より

減収、医業外収益では国県補助金、負担金、交付金で増収となり、事業収益全体では増収益とな

っていますが、赤字決算は続いており、慢性的な常勤医師不足などで経営の厳しい状況は今後も
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続くものと思われます。特に、外科の常勤医師不足が救急医療体制の充実にも大きな影響を与え

るため、解消に向けての対策が喫緊の課題でもあります。今後、病院の統合、再編を進める中で、

救急医療体制や施設の充実、医師不足の解消を図りながら、住民への質の高い医療の提供に努め

られますよう要望するものであります。 

 次に、水道事業会計につきましては、２年度は黒字決算となっておりますが、新型コロナウイ

ルス感染対策に伴う施設の休館、旅館、ホテル、飲食業への休業要請等で大きく減収減益となっ

ており、今後、給水人口の減少、既存施設の老朽化対策などにより厳しい経営状況になることが

予想されますので、経費の節減に努めながら、これからも安全で安心な水の供給に努められます

よう要望いたします。 

 予算の執行につきましては、厳しい財政状況の中、各種事業も積極的に推進され、一定の成果

を上げていますが、今後、さらに人口減少や高齢化が進む中、行財政需要はますます増大してい

くものと思われます。最小限の経費で最大の事業効果を達成するためにも行財政改革に取り組み、

町民の皆様の御理解と御協力を得ながら健全財政の運営を期待するものであります。 

 次に、令和２年度の財政健全化でありますが、先ほど町長より説明のありましたとおり、財政

健全化判断比率は基準内であり、公営企業に係る資金不足も生じていないことを確認いたしまし

た。 

 以上、簡単に説明しましたが、審査の結果、意見等につきましては、お手元の８３６ページか

らの意見書を御覧いただきますようお願い申し上げまして、審査の結果報告といたします。 

○議長（坂本 弘明議員）  次に、決算議案以外の説明を求めます。 

 議案第５３号について、総合政策課長。 

○総合政策課長（戸髙 雄司課長）  それでは、総合政策課所管、議案第５３号高千穂町過疎地域

持続的発展計画の策定について御説明申し上げます。 

 議案集別冊の９７６ページからとなります。 

 これまでの計画は、過疎地域自立促進特別措置法が令和３年３月３１日までの失効期限であっ

たため、平成２８年度から令和２年度までを期限とする５か年のものでありました。令和３年

３月３１日に新法「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が成立されたことに伴い、

令和３年度から令和７年度までの５か年の本計画を策定し、特別措置法第８条第１項の規定に基

づき議会の議決をお願いするものでございます。 

 この計画を策定するに当たりましては、各担当課ごとに計画したものを取りまとめ、県との協

議、また住民へのパブリックコメントを行わせていただき策定したものでございます。 

 今回、提案しました計画の構成につきましては、１の基本的な事項といたしまして、本町の概

要、人口及び産業の推移と動向、本町の行財政の状況、地域の持続的発展の基本方針及び基本目
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標、計画達成状況の評価に関する事項、計画期間、公共施設等総合管理計画との整合といたしま

して実施すべき事項といたしましては、２の移住・定住・地域間交流の促進、人材育成から、

１３のその他地域の持続的発展に関し必要な事項までの１２項目並びに事業計画（過疎地域持続

的発展特別事業分）での構成となっております。 

 本町は、前計画に基づき地域活性化の諸施策に取り組み、一定の成果が見られるものの、いま

だ厳しい状況に置かれていることを踏まえ、多面的、公益的な機能をより一層発揮できるよう過

疎対策を講じる必要があります。したがいまして、今後とも引き続き総合的かつ計画的な施策を

実施するために本計画を策定するものであります。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（坂本 弘明議員）  続いて、議案第５４号について、税務課長。 

○税務課長（林  謙一課長）  税務課所管の議案第５４号高千穂町過疎地域の持続的発展の支援

に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例の制定について御説明いた

します。 

 議案集の６９８ページになります。 

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が令和３年３月３１日に公布され、４月１日

から施行されたことに伴い、法律に基づく固定資産税の課税免除に関する事項を定めるため本条

例を制定するものであります。 

 第１条で、今回提案しております高千穂町過疎地域持続的発展計画に記載をしております区域

におきまして、振興すべき業種として定める製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、

旅館業が取得しました事業用資産について、固定資産税の課税を免除することに関し必要な事項

を定めるものと規定しております。 

 第２条で課税免除の要件としまして、対象となる設備等の取得価格の合計額を５００万円以上

のものとし、製造業または旅館業で法人が行うものにあっては、資本金の額に応じて取得価格に

要件を設け、その設備等に課する固定資産税について課税免除とすること。また、課税免除の期

間を新たに固定資産税が課されることとなった年度から３か年度と定めております。 

 第３条で課税免除の申請、第４条で課税免除の措置の承継について、対象の事業が承継された

場合において事業用資産が引き続き事業の用に供されているときは、固定資産税の課税免除の措

置はその承継人に対して行うことができる旨を定めております。 

 第５条で課税免除の取消し等、第６条で報告及び調査について、課税免除を受けた者に対し必

要な事項の報告を求め実地に調査できる旨を定めております。 

 第７条で規則への委任を規定しております。 

 この条例は、公布の日から施行し、令和６年３月３１日までに取得等をした者に対して適用す
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るものであります。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（坂本 弘明議員）  続いて、議案第５５号について、町民生活課長。 

○町民生活課長（甲斐 利一課長）  町民生活課所管の議案第５５号高千穂町手数料徴収条例の一

部改正について御説明を申し上げます。 

 議案集の７０２ページを御覧ください。 

 今回の一部改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

等の一部を改正する法律が令和３年９月１日に施行されたことに伴いまして、地方公共共同法人

地方公共団体システム機構は、申請者から個人番号カードの発行手数料を徴収することができる

こととされ、個人番号カードの再発行手数料の徴収事務を住所地市区村長に委託することができ

ることとされました。このことにより、紛失等による個人番号カードの再発行手数料につきまし

ては、町は徴収することができなくなりました。 

 以上のことから、高千穂町手数料徴収条例第２条の別表（第２条関係）の事項から個人番号

カードの再交付に係る事項を削るものであります。 

 以上、高千穂町手数料徴収条例の一部を改正したいので、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第９６条第１項第１号の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（坂本 弘明議員）  続いて、議案第５６号、第５７号、第６９号について、総務課長。 

○総務課長（佐藤 英次課長）  総務課所管の条例改正議案２件、その他１件について御説明申し

上げます。 

 初めに、議案第５６号高千穂町旅費条例の一部改正について。議案集は７０４ページになりま

す。 

 今回の改正は、旅費条例第１７条中の日当の額について、ただし、陸路片道１３０キロメート

ル未満においては日当を支給しない、の一文を削り、別表を改正するものです。 

 本年８月に高千穂日之影道路の深角インターチェンジから平底間が開通したことにより、本町

から宮崎市までが１３０キロメートルを切りました。しかし、車で往復４時間を要し、途中、対

面交通の高速道路の運転もあり、心身の疲労を考慮すると、数キロの距離の短縮により日当を支

給しないことは適当ではありません。 

 よって、別表を改正し、支給しない要件を県内は地域で区切り、県外については１１０キロ

メートル未満に短縮します。あわせて日当における職員の区分を削除し、また、宿泊料について

は県内、県外の区分を九州・沖縄地区の管内、管外へと変更し、管内を１,０００円引き下げ、

宿泊所を利用しない場合は２,０００円のみを支給します。 
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 宿泊料、航空運賃を含むパック料金については、これまでの支給要件に１泊につき

２,０００円を加算します。 

 次に、議案第５７号高千穂町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する

条例について御説明申し上げます。議案集は次のページになります。 

 ただいまの議案第５６号の改正に準ずるものであり、旅費の支給及び日当の支給額における距

離の要件は同様であります。 

 なお、２件とも本年１１月１日より適用するものであります。 

 次に、議案第６９号財産の取得について御説明申し上げます。議案集は８３２ページでありま

す。 

 取得の目的は、高千穂町消防団第８分団第１部の消防ポンプ自動車１台の買換えによる財産の

取得であります。取得の方法は、４社から見積書を徴収し、最低価格者と売買契約を結ぶもので

あります。 

 取得金額は消費税込みで１,９８０万円、取得先は宮崎市橘通東４丁目５番１４号、株式会社

武田ポンプ店、代表取締役社長濱崎幸夫氏。 

 仮契約の年月日は令和３年９月２１日であります。 

 地方自治法及び本町条例に基づき議会の議決を求めるものであります。 

 以上、総務課所管の３件について御説明させていただきました。御審議のほどよろしくお願い

いたします。 

○議長（坂本 弘明議員）  続いて、議案第５８号、第５９号、第６３号について、福祉保険課長。 

○福祉保険課長（有藤 寿満課長）  福祉保険課所管の条例改正議案２件、補正予算議案１件につ

きまして御説明いたします。 

 議案集７０８ページを御覧ください。 

 議案第５８号高千穂町自立支援医療適用者に対する見舞金の支給に関する条例の一部改正につ

いて御説明いたします。 

 今回の改正は、主に人工透析のために通院されている方で、通院のための家族などの支援者が

いなく、高齢などの理由により自力でふれあいバスの乗り降りなどが難しくなった方をピンポイ

ントで支援する制度を追加するものであります。 

 具体的には、町内タクシー事業者に御協力を頂き、支援対象者がタクシーの乗り降りの際、運

転手の方に介助をしていただくことを考えており、支給対象者がタクシーを積極的に利用できる

よう、世帯の収入、通院距離の状況により、自宅と町立病院間のタクシー利用助成券の交付を行

うものであります。 

 改正内容としましては、第１条の目的のうち見舞金を、見舞金及びタクシー利用への助成金に
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改め、第３条の支給対象のうち第２項に、タクシー利用への助成金の支給対象者となるものは前

項に規定する支給対象者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする、を追加し、第

１号に町内医療機関で人工透析療法を受療しているもの、第２号に公共交通機関の利用が著しく

制限されるもの、第３号に日常生活において、常時特別の介助を必要とするもの、を追加するな

どの改正であります。 

 この改正の検討を始めた半年前には、対象となりそうな方が３名おられましたが、現在は全員

入院されておりますので、今のところ対象となりそうな方はおられませんが、町立病院透析室と

連携を密にし対応してまいりたいと思います。 

 この改正は令和４年１月１日から施行するものであります。 

 次に、議案集７１０ページを御覧ください。 

 議案第５９号高千穂町養護老人ホームときわ園の設置及び管理に関する条例の一部改正につい

て御説明いたします。 

 今回の改正は、養護老人ホームときわ園の入所において、措置によるものに限らず、入所希望

者とときわ園の間で交わされる契約によって、入所を可能とするためのものであります。 

 養護老人ホームは、生活面及び経済的に困窮されているなどの高齢者を養護するための施設で

ありますが、ここ１年、ときわ園の入所者は定員５５名に対し４６名前後であること、入所希望

者の収入などの状況から措置入所とならない方がいらっしゃること、民間の有料老人ホーム等を

希望しても空きがないことなどから、県の助言を頂きながらときわ園での契約入所に取り組むも

のであります。 

 この件につきましては、町内関係事業者との協議を行い御理解を頂いているところであります。 

 改正内容としましては、第５条指定管理者が行う業務のうち、第３号に契約入所に関する業務、

を追加し、第６条料金の決定のうち、第２号に契約入所に関する業務にあっては、高千穂町養護

老人ホームときわ園契約入所利用契約に定められた額、を追加するものであります。 

 この条例は、令和４年４月１日から施行するものであります。 

 次に、議案集７５０ページを御覧ください。 

 議案第６３号令和３年度高千穂町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につきまして御説

明いたします。 

 今回の補正は、事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３万８,０００円を追加し、

補正後の総額を歳入歳出それぞれ１７億７,９２４万２,０００円とするものであります。 

 ７５１ページ、歳入でありますが、国民健康保険税１,５５２万円の減につきましては、当初、

県の試算による額を予算に計上しておりましたが、今年６月の本課税額に合わせ減額するもので

あります。 
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 繰入金１９９万２,０００円の増につきましては、予算額調整のための準備積立基金でありま

す。 

 繰越金１,３５６万６,０００円の増につきましては、令和２年度からの繰越金であります。 

 ７５２ページ、歳出でありますが、総務費７万１,０００円の増につきましては、国保連合会

事務費負担金であり、令和３年度新規事業のオンライン資格システム運用に対応するためのもの

であります。 

 保健事業費３万３,０００円の減につきましては、特定健康審査等事業費のうち、保健セン

ターで行っております保健指導後の追跡確認のための血液検査委託料の減によるものであります。 

 ７５４ページ以降、事項別明細書を添付しておりますので御参照ください。 

 以上、福祉保険課所管議案３件につきまして、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（坂本 弘明議員）  続いて、議案第６０号、第６１号について、教育次長。 

○教育委員会次長（河内 晴彦次長）  それでは、教育委員会所管の議案、２議案について御説明

いたします。 

 初めに、議案第６０号教育関係の公の施設に関する条例の一部改正について御説明いたします。 

 議案集の７１２ページからになります。 

 今回の改正は、町長の説明にもありましたように、田原中学校が令和２年度末をもって廃校と

なったことを受けて、旧田原中学校施設のうち体育館について、社会体育施設に位置づけるため、

高千穂町田原体育館として、その他の教育施設に加えるものです。 

 体育館の所在地は、大字田原１５７６番地になります。 

 この条例は１１月１日から施行します。 

 次に、議案第６１号高千穂町体育館の設置及び管理に関する条例の一部改正について御説明い

たします。 

 議案集の７１４ページからになります。 

 この改正は、ただいま議案第６０号で説明しました高千穂町田原体育館を本条例に加え使用料

を定めるものであります。 

 この条例は、学校体育館以外の社会体育施設の体育館の設置及び管理について規定している条

例です。 

 今回加えます田原体育館のほかには、中央体育館、上野体育館、岩戸体育館があり、この条例

に基づき管理運営されております。 

 今回の改正で、別表に田原体育館の使用料を追加しますが、料金はアマチュアスポーツ等利用

で１時間当たり１００円です。その他の使用の場合は２倍の２００円になります。 

 体育施設の使用料については、昨年まで、平成８年以降改定が行われていなかったことから昨
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年条例改正をし、今年４月から施行しているところであります。 

 使用料の見直しが行われたばかりであることから、金額についてはそのまま引き継いでおりま

す。 

 その他の使用の料金は、ほかの体育館にも設定されていることから田原体育館についても同様

に設定するものです。なお、施行規則も条例改正に合わせて申請書様式等の追加を行います。 

 この条例も１１月１日から施行します。 

 以上で、教育委員会所管の条例改正議案の説明を終わります。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（坂本 弘明議員）  続いて、議案第６２号について、財政課長。 

○財政課長（興梠 貴俊課長）  それでは、財政課所管の議案第６２号令和３年度高千穂町一般会

計補正予算（第５号）について説明いたします。 

 予算議案集の７１８ページをお開きください。 

 今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１億９,７１８万９,０００円を

追加し、歳入歳出の総額を９０億９,９０４万３,０００円とするものであります。 

 それでは、７２０ページをお開きください。 

 まず、歳入ですが、分担金及び負担金３２０万７,０００円の増は、現年発生農地農業用施設

災害復旧費分担金。 

 国庫支出金３,０１５万４,０００円の増は、新型コロナワクチン接種対策費国庫負担金、新型

コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等。 

 県支出金８,７６９万５,０００円の増は、畜産競争力強化整備事業補助金、小水力発電等農村

地域導入支援事業費補助金等となっています。 

 財産収入６７万４,０００円の増は、宮崎県環境整備公社解散に伴う出捐金の返還ほかとなっ

ております。 

 寄附金１,２７０万円の増は、企業版ふるさと納税寄付金です。 

 繰入金７,１３０万６,０００円の増は、財源調整のための財政調整基金繰入金、地域福祉基金

繰入金です。 

 繰越金３,０２５万６,０００円の増は、前年度繰越金による増です。 

 諸収入１,２８６万２,０００円は、過年度後期高齢者医療給付費負担金精算金の増。 

 町債５,１６５万５,０００円の減は臨時財政対策債の減によるものです。 

 次に、歳出について御説明いたします。７２１ページを御覧ください。 

 今回の補正では、主に新型コロナウイルス感染症対策事業及び国県補助事業の決定に伴う事業

費の増を計上しました。 
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 最初に、総務費は１,７９６万７,０００円の増ですが、庁舎管理費２０５万９,０００円、企

画費の交通事業者支援事業の増等４７０万５,０００円が主なものです。 

 民生費は３,０５７万円の増です。介護保険特別会計繰出金１,９８８万１,０００円、中央児

童遊園整備費７２３万円を計上しております。 

 衛生費は１,４４８万４,０００円の増です。ワクチン接種事業費の増等となっています。 

 農林水産業費は７,１１３万６,０００円の増です。未来につなぐ中山間地域農業支援事業

４６８万３,０００円、畜産競争力強化整備事業クラスター事業４,０００万６,０００円、企業

版ふるさと納税を使った林業振興事業７０３万９,０００円、林道高千穂日之影線測量

１,０００万円等が主なものとなっています。 

 商工費は１,９０３万１,０００円の増です。緊急事態宣言影響対策支援金１,５００万円が主

なものです。 

 土木費は２９１万６,０００円の増ですが、交通計画策定事業費２９７万円、住宅管理費

９１４万４,０００円の増が主なものです。 

 消防費は７５万円の増です。ポンプ庫建設等の補助が主なものです。 

 教育費は２５３万６,０００円の増です。学校教育施設環境整備等が主なものです。 

 災害復旧費は３,７９７万９,０００円の増です。５月１７日、７月１７日に発生した農地

１１件、施設７件分の災害を計上しています。 

 議案集の７２４ページ以降に歳入歳出予算の事項別明細書を添付しておりますので、参考にし

ていただきたいと存じます。 

 以上で、財政課所管議案の説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（坂本 弘明議員）  続いて、議案第６４号について、上下水道課長。 

○上下水道課長（江藤 良一課長）  上下水道課所管の補正予算１件について御説明いたします。 

 議案第６４号令和３年度高千穂町下水道事業特別会計補正予算（第１号）でありますが、議案

集の７６４ページからになります。 

 今回の補正は、歳入歳出予算の総額に変更はありません。 

 次ページを御覧ください。歳入につきましては、款６の繰越金を９３７万８,０００円増額し、

補正後の額を９３７万９,０００円とするものであります。これは令和２年度下水道事業特別会

計決算に伴う黒字額９３７万８,６５６円を令和３年度下水道事業特別会計歳出予算の財源に充

てるために繰り入れるものであります。これにより、款５の繰入金、他会計繰入金、一般会計繰

入金は同額の９３７万８,０００円減額するものであります。 

 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（坂本 弘明議員）  続いて、議案第６５号、第６６号について、保健センター事務長。 
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○保健福祉総合センター事務長（興梠 晶彦事務長）  それでは、保健福祉総合センター所管の補

正予算議案２件について御説明いたします。 

 初めに、議案第６５号令和３年度西臼杵地域介護認定審査会特別会計補正予算（第２号）につ

きまして御説明いたします。議案集は７７６ページからになります。 

 今回の補正は、令和２年度決算に伴う余剰金を繰越金に６０万円追加したために、西臼杵３町

からの分担金及び負担金を同額減額し、歳入のみを調整したものであり、予算全体の増減はあり

ません。 

 次に、議案第６６号令和３年度高千穂町介護保険特別会計補正予算（第２号）につきまして御

説明いたします。議案集の７８８ページからになります。 

 今回の補正は、保険事業勘定の歳入歳出の総額に、それぞれ１億６,１２２万４,０００円を追

加し、補正後の予算総額を１５億２,６９４万８,０００円とするものであります。また、介護

サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ１９万３,０００円を追加し、補正後の予

算総額を１,１５５万２,０００円とするものであります。 

 それでは内容を御説明いたします。まず、事業勘定ですが７９１ページを御覧ください。 

 歳入では、国庫支出金が４,１５３万４,０００円、支払基金交付金が４,４６９万５,０００円、

県支出金が２,６３２万６,０００円のそれぞれの追加ですが、本年度事業実施見込みによる負担

金割合に応じた計上と、前年度精算に伴う追加交付が主なものであります。また、繰入金

２,００７万４,０００円の追加で、一般会計からの繰入金と決算に伴うサービス勘定からの繰入

金が主なものであります。 

 次に、繰越金が２,８５９万５,０００円の追加で、前年の決算によるものであります。 

 続きまして、７９２ページの歳出ですが、総務費が２６万円の減額で、介護認定審査会負担金

の減額に伴うものであります。保険給付費の１億５,４２８万円の増額は、各サービスの事業実

施見込みに伴うものであります。地域支援事業が１４０万円の追加で、通所サービス事業の実施

見込みによる追加であります。 

 次に、予備費１,０７９万３,０００円の減額は、決算に伴う余剰金を国への償還金と調整した

ものであります。 

 次に、諸支出金が１,６５９万７,０００円の追加で、給付費の確定精算に伴う国への償還金の

追加と一般会計並びに介護サービス勘定会計への繰出金の調整額の計上であります。 

 ７９４ページ以降に事項別明細書を添付しておりますので、参考にしていただきますようお願

いいたします。 

 続きまして、８０７ページからの介護サービス事業勘定ですが、歳入としまして、繰越金が

１９万３,０００円の追加で、決算に伴う余剰金を繰越金として計上したものであり、歳出では
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同額を保険事業勘定に繰り出すものであります。 

 ８０９ページ以降に事項別明細書を添付しておりますので、参考にして御審議いただきますよ

う、よろしくお願いいたします。 

 以上、保健福祉総合センター所管の議案２件につきましての説明を終わらせていただきます。 

○議長（坂本 弘明議員）  続いて、議案第６７号について、病院事務長。 

○病院事務長（須藤 浩文事務長）  議案第６７号令和３年度高千穂町国民健康保険病院事業会計

補正予算（第１号）につきまして御説明いたします。 

 議案集の８２０ページをお開きください。 

 今回の補正は、資本的収支のうち支出の第１項建設改良費の額、７９２万円増額し、補正後の

額を８,７１９万９,０００円とし、資本的支出の総額を２億５,３１８万円とするものです。内

訳は、現在２台あるエックス線撮影装置のうち、平成１１年から使用している１台が故障し、修

理不能になったため、購入を予定しているものであります。 

 議案集８２２ページ以降に、予定キャッシュフロー計算書、予定貸借対照表を添付しておりま

すので、あわせて御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（坂本 弘明議員）  続いて、議案第６８号について、建設課長。 

○建設課長（甲斐  徹課長）  それでは、建設課所管、議案第６８号町道路線の廃止及び認定に

ついて、御説明申し上げます。 

 議案集は８２６ページからになります。 

 上野の町道陣内平線は、これまで行き止まりの路線でありましたが、地元による用地の確保及

び拡幅整備が完了し、車両の通行が可能な道路となりました。また、町道上西線から原野枳原線

に接続されたため、集落道としての機能、利便性向上が図れる路線となるものです。それに伴い

まして終点の位置が変更となり、延長が２６７.８メートルで、現在より１１７.８メートル長く

なるものでございます。現認定区間を廃止し、新たに認定替えをするもので、道路法第８条第

２項及び第１０条第３項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 以上、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（坂本 弘明議員）  報告第４号、第５号及び人事案件、議案第７０号につきましては、町

長の説明のとおりでありますので、関係課長の説明は省略します。 

 以上で、町長提案の日程第５、報告第４号から日程第３３、議案第７０号までの報告、議案、

合計２９件について説明が終わりました。 

 ただいま説明が終わりました報告及び議案第７０号を除く議案に対する質疑につきましては、

議案熟読の休会を経て、次の会議で行うこととします。 

 ここで、議案第７０号の熟読のため、１４時１５分まで休憩します。 



- 44 - 

午後２時02分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後２時14分再開 

○議長（坂本 弘明議員）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程第３３、議案第７０号高千穂町固定資産評価審査委員会委員の選任同意についての質疑を

行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（坂本 弘明議員）  質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本案は人事案件でありますので、討論を省略して採決したいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（坂本 弘明議員）  異議なしと認めます。よって、議案第７０号については討論を省略し

て採決することに決定しました。 

 これから、議案第７０号を採決します。本案の採決は無記名投票で行います。 

 議場出入口を閉鎖します。 

〔議場閉鎖〕 

○議長（坂本 弘明議員）  ただいまの議長を除く出席議員数は１２名であります。 

 次に、立会人を指名します。会議規則第３２条第２項の規定により、立会人に、議席番号５番、

板倉哲男議員、議席番号６番、磯貝助夫議員、議席番号７番、本願和茂議員の３名を指名します。 

 念のために申し上げます。本案について賛成の方は投票用紙に「賛成」、反対の方は「反対」

と記入をお願いします。 

 なお、投票に賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第８４条の規定

により「否」とみなすことになっていますので、御承知おきください。 

 それでは、投票用紙を配付します。 

〔投票用紙配付〕 

○議長（坂本 弘明議員）  投票用紙の配付漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（坂本 弘明議員）  配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検します。 

〔投票箱点検〕 

○議長（坂本 弘明議員）  異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。議席番号１番、藤田利廣議員から議席番号順に順次投票願いま
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す。 

〔議員投票〕 

……………………………………………………………………………… 

１番 藤田 利廣議員 ２番 田中 義了議員 

３番 佐藤さつき議員 ５番 板倉 哲男議員 

６番 磯貝 助夫議員 ７番 本願 和茂議員 

８番 中島 早苗議員 ９番 馬原 英治議員 

１１番 工藤 博志議員 １２番 富髙健一郎議員 

１３番 富髙 友子議員 １４番 佐藤 定信議員 

……………………………………………………………………………… 

○議長（坂本 弘明議員）  投票漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（坂本 弘明議員）  投票漏れなしと認めます。投票を終わります。 

 これから開票を行います。板倉哲男議員、磯貝助夫議員、本願和茂議員、開票の立会いをお願

いします。 

〔開票〕 

○議長（坂本 弘明議員）  それでは、開票の結果を報告します。 

 投票総数１２票、これは先ほどの議長を除く出席議員数に符合しています。有効投票１２票、

有効投票のうち、賛成１２票。 

 以上のとおり、賛成全員であります。したがって、議案第７０号高千穂町固定資産評価審査委

員会委員の選任同意については同意することに決定しました。 

 議場出入口を開きます。 

〔議場開鎖〕 

────────────・────・──────────── 

○議長（坂本 弘明議員）  以上をもちまして、本日の日程は全て終了しましたので、これにて散

会します。 

○事務局長（甲斐 順生事務局長）  御起立お願いいたします。一同、礼。 

〔起立・礼〕 

午後２時23分散会 

────────────────────────────── 

 


